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令和２年第４回大木町議会定例会会議録（第１号） 

１．招集年月日   令和２年９月３日（木）  午前９時３０分開議 

 

２．招集場所    大木町役場議会議場 

 

３．出席議員  １番  馬 場 高 志   ８番  菰 方 英 二 

        ２番  野 口 裕 子   ９番  德 永 伸 行 

        ３番  原 田   勝  １０番  古 賀 知 文 

        ５番  古 賀 靖 子  １１番  小 畠 裕 司 

        ６番  北 島 好 昭  １２番  中 島 宗 昭 

        ７番  益 田 隆 一  １３番  中 島 和 正 

 

４．欠席議員  なし 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 境   公 雄 こども未来課長 的 場 哲 也 

副 町 長 益 田 富 啓 健康兼福祉課長 田 中 美和子 

教 育 長 北 原 孝 德 産業振興課長 広 松 栄 冶 

総 務 課 長 池 末 行 成 建設水道課長 荒 巻 尊 己 

企画兼環境課長 野 田 昌 志 学校教育課長 内 藤 智 之 

会 計 課 長 川 村 九州生 生涯学習課長 中 村 和 也 

税務町民課長 杉   康 則   

 

６．本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  山口 龍也 

 

７．議案の題目 

 

①会期の決定について 

②町長のあいさつ 

③専決処分の承認を求めることについて（令和２年度大木町一般会計補正予算 

 第５号） 

④議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正 

 する条例の制定について 

⑤大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条 

 例の制定について 
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⑥令和元年度大木町一般会計歳入歳出決算の認定について 

⑦令和元年度大木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

⑧令和元年度大木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

⑨令和元年度大木町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

⑩令和２年度大木町一般会計補正予算（第６号）について 

⑪令和２年度大木町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

⑫令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

⑬令和２年度大木町水道事業会計補正予算（第２号）について 

⑭町道の路線の認定について 

⑮令和元年度大木町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

⑯株式会社大木町健康づくり公社経営状況報告について 

⑰一般社団法人サスティナブルおおき経営状況報告について 

⑱株式会社クリエイティブおおき経営状況報告について 

⑲一般財団法人ひしのみ国際交流センター経営状況報告について 

⑳一般質問 

㉑大木町議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について 

㉒大木町議会常任委員会の閉会中の継続調査の申出について 

㉓諸般の報告 

㉔会議録署名議員の指名について 

 

８．議事 

 

 

 

議長  それでは、皆様、改めましておはようございます。 

 令和２年９月第４回大木町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 ６月定例会以降を振り返り見ますと、７月６日から８日にかけて本町も豪雨

災害に見舞われました。新型コロナウイルス感染症の懸念がある中、最大避難

者数５４世帯９４名の皆様が指定の避難所に避難を余儀なくされ、不安なとき

を過ごされ、自宅におられた皆様においても同様のお気持ちではなかったかと
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拝察をいたします。執行部におかれては、被害を最小限に食い止めるために、

幹線水路の早期落水や避難所の開設と運営、消防団と連携した水防活動など、

多岐にわたる対応に対し感謝いたします。 

 暦の上では立秋をはるかに過ぎておりますが、依然として猛暑、酷暑の日々

が続いており、熱中症にも警戒をしていただきたいと思います。これからは台

風のシーズンにも入ってまいります。高海水温の影響で強い勢力を保ったまま

九州に接近することも予想されておりますので、町民の皆さんの不安を少しで

も払拭していただくための日々の備えを万全に整えていただきたいと思います。 

 さて、新型コロナウイルス感染者が本町においても確認をされました。これ

はしっかりとした対策を取っていたとしても、この感染症というものはどなた

の身にも起こり得ることでございます。町民の皆様におかれては、日頃より十

分な対応をいただいておりますが、過度に不安を覚えることなく、新しい生活

様式において冷静に対処され、誤った情報や臆測に左右されることなく、感染

された方やその周囲の方を傷つけるがごとき行為のなきよう、温かく思いやり

のある大木町であることを強く望むものであります。 

 国においては、皆様ご承知のとおり、安倍内閣総理大臣が健康不安による辞

任を表明されました。会見を見ますと、任期途中での不本意な退陣で無念さも

にじませておられました。その政策的な評価につきましては様々でありましょ

うが、７年８か月に及ぶ超長期政権を維持されてこられ、大変な激務をこなし

てこられた首相に対し、国民の一人として心からの敬意と感謝を表したいと思

います。 

 現在、後継者の選考が自民党内においてなされておりますが、どなたが選ば

れるにせよ、地方の声にも十分に耳を傾けていただき、国難とも言える時代を

国民一致協力して乗り越えてまいりたいと思います。 
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 そうした中、議員各位におかれましては、公私とも大変ご多忙のところ、全

員元気にご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 今定例会には、議案第６０号から議案第７１号、その他報告事項まで、多岐

にわたる議案が提出なされております。その中でも、令和元年度決算を審議す

る重要な議会でもあります。議案の詳細につきましては、それぞれ担当課長か

ら詳しく説明がなされますが、いずれの議案も町政運営上重要なものであり、

町政発展、住民福祉の向上につながるものと思います。十分に議論を尽くし、

円滑に議事を進められるようご協力をお願いし、開会の挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員１２名、したがいまして、定足数に達し、定刻を過ぎま

したので、議会は成立いたします。 

 ただいまから、令和２年第４回大木町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日は安藤代表監査委員に出席をお願いいたしております。 

 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。 

 去る８月２８日、議会運営委員会が開催されましたので、委員長の報告を求

めます。小畠裕司委員長。 

 

小畠委員長  皆さん、おはようございます。去る８月２８日、議会運営委員

会を開催し、令和２年第４回大木町議会定例会の会期日程等について協議した

結果、会期を本日から９月１８日までの１６日間と決定しておりますので、ご

協力をお願いし、委員長報告といたします。 

 

議長  お諮りいたします。委員長の報告のとおり、会期を本日から９月１８

日までの１６日間と決定することにご異議ありませんか。 
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    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第１、会期の決定について

は、本日から９月１８日までの１６日間と決定いたしました。委員長、報告あ

りがとうございました。 

 日程第２、ここで議案審議に入る前に町長の挨拶を許します。境町長。 

 

境町長  皆様、おはようございます。 

 本日ここに令和２年第４回大木町議会定例会を招集させていただきましたと

ころ、議員の皆様方におかれましては、公私ともご多用の中、ご出席を賜り、

厚くお礼を申し上げます。 

 先ほど議長の冒頭のご挨拶でも触れられましたけれども、私も議会冒頭のご

挨拶において、気象災害の話題に触れないということが珍しいぐらい、近年で

は災害が常態化しております。今年も７月４日の熊本県球磨川流域を襲った線

状降水帯による記録的な豪雨は、流域の地域に甚大な被害をもたらしました。

また、その直後６日から８日にかけては、福岡県、佐賀県に記録的な豪雨をも

たらし、近隣地区では大牟田市や久留米市に甚大な被害をもたらしました。今

回の豪雨災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災さ

れた方々には心からお見舞いを申し上げ、一刻も早い復興をご祈念申し上げま

す。 

 本町におきましても、４８時間雨量が４３０ミリを超え、山ノ井川が２日間

近くあふれ、流域地域を中心に被害が発生をいたしました。 

 このような中、国は近年の想定を超える豪雨による被害を最小限に食い止め
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るために、「流域治水」という考え方を打ち出しております。筑後地域の掘り

割りは平地ダムとしての貯水能力が大きく、近隣市町とも連携をしながら治水

対策に取り組んでまいりましたが、その大きな効果が実証されつつあります。 

 さらに、今年は、遅い梅雨明け後は危険な猛暑の日々が今日まで続き、熱中

症などの健康被害も報告されています。また、台風シーズンを迎え、早速、今

日の早朝、台風９号が非常に強い勢力で接近をし通過いたしました。後を追う

ように、台風１０号が勢力を強め、筑後地域にとって最悪に近いコースで、６

日日曜日深夜から７日朝方にかけて接近することが予想されており、本町にお

いて本当に大きな被害が発生しないか心配をしておるところでございます。町

民の皆さんへは十分の備えを呼びかけるとともに、町民の皆さんの命と財産を

守るために万全を尽くしてまいります。 

 近年では、気候変動の影響による極端な気象現象や災害が頻発し深刻化して

います。災害がいつどこで発生するか分からない、そんな時代に突入し、自

助・共助・公助、それぞれの補完的な役割を認識して、町民の皆さんと共有す

ることが喫緊の課題になっております。 

 また、新型コロナウイルス感染症は感染拡大が止まらず、社会経済活動が大

きく制限され、町民の皆様におかれましても、事業活動や日々の暮らしに大き

な影響を及ぼしています。 

 本町においては、幸い、感染拡大は最小限に抑えておりまして、これは町民

の皆さんのマスク着用や３密を避ける行動など、日頃の感染予防対策の徹底に

ご協力をいただいている結果であり、町民の皆様のこのような日頃のご努力に

対しては、心から感謝を申し上げます。しかし、新型コロナウイルス感染症は

まだまだ終息の見通しは立たず、ウイルスと共存した新しい生活様式を定着さ

せながら、社会経済活動を再開していくことが必要だと考えております。 
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 今年度も早くも上半期が終わろうとしておりますが、新型コロナウイルス感

染症の影響など、様々な課題が山積をしております。特に急速な人口減少、少

子高齢化社会を迎え、地域の自立と発展に向けた地域自治組織の育成支援、行

政の縦割りの解消と生産性の向上に向けた役場改革は避けて通れない喫緊の課

題で、それらを両輪として持続可能な自治体経営を確立していく必要がありま

す。困難な課題は山積しておりますが、住民の皆さんと一緒にこれまで築き上

げてきた循環・協働のまちづくりをさらに進化させ、持続可能な活力あるまち

づくりを目指してまいる所存でありますので、議員各位の一層のご支援をお願

い申し上げます。 

 さて、９月定例議会に提案させていただきます議案等は、専決処分の承認を

求めるもの１件、条例の一部を改正するもの１件、新たな条例の制定について

１件、認定案件として、令和元年度大木町一般会計歳入歳出決算認定ほか特別

会計２件、企業会計１件、予算案件では、補正予算で一般会計をはじめ特別会

計２件及び企業会計１件、町道の路線の認定を認めるもの１件の合計１２件で

ございます。また、報告として５件がございます。 

 いずれの案件も町政運営上緊要なものでございますので、慎重なるご審議の

上、議決、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましての

ご挨拶とさせていただきます。 

 

議長  町長の挨拶を終わります。 

 議場内、暑い方は上着を取られても結構です。 

 日程第３、議案第６０号専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 
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境町長  議案第６０号専決処分の承認を求めることについての提案理由を申

し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症対策を早急に進めるため、補正予算を計

上する必要が生じたことから、令和２年７月２７日付専決第９号として、令和

２年度大木町一般会計歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，８８３万

４，０００円を追加し、それぞれの合計を７９億８，３４８万５，０００円と

して計上する専決処分を行ったものでございます。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、ご承認

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。まず、歳出について順次説明を願

います。的場こども未来課長。 

 

こども未来課長  １１ページ、１２ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１８目妊婦応援臨時特別給付金７０３万８，

０００円の補正をお願いしております。これは、新型コロナウイルス感染症対

策事業の一つとして、新たに感染症の影響により生活環境や経済状況が急変す

る中、妊婦さんが安心しておなかの赤ちゃんを産み育てるための応援として、

特別給付金を支給するものでございます。 

 給付金の対象につきましては、出産日または出産予定日において大木町に住

民登録があり、引き続き町内に居住する人で、令和２年４月２８日特別定額給

付金の基準日の翌日から令和３年３月３１日までの間に出産した人もしくは出
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産予定の人としております。給付額につきましては、妊娠、出産した子供１人

につき７万円としております。 

 予算の内訳といたしましては、１１節役務費３万８，０００円は、通信運搬

費に２万７，０００円、手数料１万１，０００円をお願いしております。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金７００万円は、妊婦応援臨時特別給付金

として対象者を１００人と見込んで計上しております。なお、財源といたしま

して、一部多くの皆様方から寄せられましたおおきの環・新型コロナウイルス

感染症支援寄附金を活用させていただいております。 

 以上でございます。 

 

建設水道課長  ６款農林水産費、１項農業費、５目農地費５５万円。１０節

需用費同額です。水路用の救命用具として１００個の浮き輪の購入を計上して

おります。水路から救出するための対策である浮き輪の購入費となっておりま

す。今後も引き続き対策を検討してまいります。 

 以上でございます。 

 

学校教育課長  １０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費３４６万９，

０００円の補正をお願いしております。この補正は、文部科学省の新型コロナ

ウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施における「学びの保障」

の方向性等についての国の令和２年度第２次補正予算において、学習保障に必

要な人的体制の強化の県事業、国３分の１、県３分の２として、学習指導員及

びスクール・サポート・スタッフを各校約１名の追加配置を会計年度任用職員

として早急に取り組むために予算計上するものでございます。また、印刷製本

費は、６月２日に発生しました小学生兄弟の水の事故を心に留め、二度と悲し
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い事故を起こさないために、堀の安全マップを作成して、小中学生に配布する

ための予算を計上しているものでございます。 

 補正の内訳としまして、１節報酬３０９万９，０００円は、学習指導員、ス

クール・サポート・スタッフの追加配置のための報酬でございます。 

 ８節旅費２７万１，０００円は、同じく学習指導員、スクール・サポート・

スタッフの費用弁償でございます。 

 １０節需用費９万９，０００円は、堀の安全マップの印刷製本費でございま

す。 

 続きまして、２項小学校費、１目学校管理費２，０４３万円の補正をお願い

しております。この補正は、６月議会の補正予算で、国のＧＩＧＡスクール構

想の早期実現、公立学校情報機器整備費補助金により、児童生徒が使用するタ

ブレットによるパソコン端末整備をするため、国の補助対象となる児童の約３

分の２に当たる台数を小学校に整備する予算を計上しておりましたが、国のＧ

ＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障により、パソコンの端末の早期導

入を求められておりますので予算計上するものでございます。なお、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、残りの３分の１のパソコ

ン端末整備に係る経費が財源充当の対象にできる事業となっております。 

 また、国の令和２年度２次補正予算において、学校再開に伴う感染症対策、

学習保障等に係る支援経費として、迅速かつ柔軟に学校における感染症対策や

熱中症対策として、国からの補助率２分の１の事業を予算計上するものでござ

います。なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を残りに財

源充当の対象にできる事業となっております。 

 補正の内訳としまして、１４ページにかけてご覧ください。 

 １０節需用費１５２万円は、各小学校の感染症対策の消耗品費として、大溝
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小学校７５万円、木佐木小学校３９万円、大莞小学校３８万円でございます。 

 １３節使用料及び賃借料２６万円は、木佐木小学校の修学旅行の際に密を防

ぐためのバスの増便分でございます。 

 １７節備品購入費１，８６５万円は、ＧＩＧＡスクール構想によるパソコン

の端末残り３分の１を整備するものとして１，６８３万円、各小学校の感染症

対策や熱中症対策としての冷風機等の備品購入費として、大溝小学校６０万円、

木佐木小学校７０万円、大莞小学校５２万円でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費９４０万５，０００円の補正をお願いしてお

ります。この補正は、２項小学校費と同様に中学生にもタブレットによる残り

３分の１のパソコン端末整備をするためのもの及び学校における感染症対策や

熱中症対策として、国からの補助率２分の１の事業を予算計上するものでござ

います。 

 補正の内訳としまして、１０節需用費４７万円は、中学校の感染症対策の消

耗品費でございます。 

 １７節備品購入費８９３万５，０００円は、ＧＩＧＡスクール構想によるパ

ソコン端末の残り３分の１を整備するものとして８０５万５，０００円、中学

校の感染症対策や熱中症対策としての冷風機等の備品購入費として８８万円で

ございます。 

 ６項学校給食共同調理場費、１目調理場管理費７９４万２，０００円の補正

をお願いしております。この補正は、２項小学校費、３項中学校費と同様に学

校における感染症対策等の支援に、夏季における学校給食実施に必要な経費と

して熱中症対策が含まれておりますことから予算計上するものでございます。

また、新型コロナウイルス感染症に伴い学校の臨時休業により、本来保護者が

負担することとなる食材のキャンセルによる経費及び例年夏休み期間に授業を
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行い、給食を提供する期間の給食費を保護者から徴収せず、町負担とするもの

でございます。なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財

源充当の対象にできる事業となっております。 

 補正の内訳としまして、１０節需用費４９万５，０００円は、熱中症対策の

ファンつきの作業服及び消耗品でございます。 

 １３節使用料及び賃借料５万５，０００円は、スポットクーラーの追加リー

ス料でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金７３９万２，０００円は、学校の臨時休業によ

り、本来保護者が負担することとなる食材のキャンセル料による経費９万２，

０００円及び夏休みの期間中で授業を行い、給食を提供する期間の給食費等７

３０万円を学校給食共同調理場運営委員会に補助金として交付するものでござ

います。 

 以上でございます。 

 

議長  以上で歳出に関する所管課長の説明を終わります。 

 続きまして、歳入について説明を願います。川村会計課長。 

 

会計課長  では、戻りまして、９ページ、１０ページをお開きください。 

 歳入予算補正の主なものについて説明いたします。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金２７５万円の補

正です。歳出で説明いたしました感染症対策用消耗品等を購入する学校保健特

別対策事業費補助金、こちらを小学校、中学校それぞれ計上いたしております。 

 １５款県支出金、２項県補助金、７目教育費県補助金３２５万５，０００円

の補正です。こちらも歳出で説明いたしました国の補正予算に伴う学習指導員
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及びスクール・サポート・スタッフの追加配置分として計上しております。 

 １７款１項寄附金、２目総務費寄附金１８２万４，０００円の補正です。お

おきの環・新型コロナウイルス支援として寄せられた寄附金を歳出で申し上げ

ました妊婦応援臨時特別給付金への財源とすることとし計上いたしているもの

です。 

 以上で歳入予算補正の説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  １４ページの小学校、中学校で熱中症対策備品の購入とあり

ますが、具体的にどういったものかというのをお願いします。 

 

議長  答弁を許します。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  益田議員の質問にお答えいたします。 

 備品につきましては、それぞれの学校で本来の夏休み期間中とかに体育館と

かも利用することもございますけれども、体育館とかが冷房とかいう設備がご

ざいません。部活とかも含めて、その部分について冷風機ということで、扇風

機のように風を送るのに、水の気化熱でちょっと涼しくなる形で冷風を送るよ

うな機械を、どこの小学校、中学校も大体導入しているような形になります。

それが一番のメイン備品となっております。 

 以上でございます。 
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議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  それは１教室に１つずつつけるということですか、既につい

ているということですか、どちらなんですか。 

 

議長  答弁を許します。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  質問にお答えします。 

 学校の教室としてはもう空調の整備は終わっておりますので、どこの小中学

校も体育館にそういうものが全然ないので、熱中症のおそれがあるということ

で、その対策として今言った冷風機というのは、どこの小中学校も体育館に設

置して使っているものになります。 

 以上でございます。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  体育館の熱中症対策ということは確かにそうですね、暑いで

すから必要だと思うんですけれども、これは聞いた話です、学生であれ。今実

際教室ごとにエアコンがついていますよね。エアコンがついていても、要はな

かなか冷えないと。１階、２階はどうか分かりませんが、３階とか教室によっ

てかなりの差があると。 

 これは、本当かどうかというのを学生に聞いたほうが一番早いと思いまして、

聞き込みをちょっと行ったんですよ。聞いたところ、ほぼ、１０人中１人はど

うかなというぐらいですけれども、９人は暑いと言っているんです。 
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 その原因を聞いてみたんです。何で暑いんですかということを聞いたんです。

エアコンはついているのと聞いたら、エアコンはついていると。エアコンはつ

いているんだけれども、温度が下がらないんでしょうね、よくは分からないん

ですが。何で下がらないのかというのを聞きますと、例えば体育の授業で熱気

むんむんの状態で子供たちが上がってくると熱が上がると。それでエアコンを

下げればいいんでしょうけれども。 

 どうやら、これも聞いた話ですよ、実際合っているかどうか分かりませんが、

学校の先生が休憩中か何かに１回１回エアコンの電源を落としていくと。何で

落とすんですかという話を聞いたら、温度を上げたり下げるのかどうか分かり

ませんが、１回１回オフにする要因というのは、実は学校ごとにデマンド機能

というのがありまして、電気代をこれ以上使うと、どうしても基本料金が上が

ったりとかということらしいんです。要は、基本料金を超えないために１回１

回電気代を落とすのか、ピーク時より落とすのか、その辺の詳しいところは分

かりませんが、１つ１つ消していかれるそうなんです。そこからまたゼロから

冷やしたりとかということなので、本来のエアコンの機能をなしていないんじ

ゃないかという話を聞いたんです。 

 これは、実際学生だけではなく、名前は言えませんが、先生からの声も上が

っております。どうにかしてほしいということを校長やら教頭やらにお願いし

ているんだけれども、なかなか進まないと。 

 これは、エアコンをつけとって、何のためにエアコンをつけたのかというと、

冷やさんといかんわけですから、その機能をなしていないと。ただハードがあ

るだけで、冷やしていないんであれば全く意味がないし、せっかく熱中症対策

で上がってきているんで、そういった電気代等に回していただけるのはありが

たいなと思うんです。 
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 分かりませんよ、デマンドの数値を上げることによって、基本料金が例えば

何百万円も増えますとかいう話になればまた別でしょうけれども、私も分かり

ませんが、そういったところをもう一回考慮していただいて、本来効くべき７

月、８月、９月とか、そのときだけ例えば基本料金を上げたりとか、何かそう

いう対策か何かをしてもらって、そのときにエアコンの機能を発揮できるよう

なふうに、できれば予算のほうを組んでいただきたかったというようなところ

が本音なんです。 

 そういったところ、ちょっと要望というか、声が上がっています、実際に。

それがまた学校教育課まで届いているかどうか分かりませんが、私の耳には確

実に入っていますので、ぜひ対応していただいて、９月になると、どうですか、

まだ暑いんじゃないですか、残暑が残っているという話なんでしょうけれども、

対応していただくなり、来年は確実にそういった形で電気代が―がんがん使

えというわけじゃないですよ。ある程度冷えて、生徒たちが勉強しやすいよう

な環境にもっていただきたいなというのが、これは要望です。もう答弁はいい

です、分かんないでしょうから。 

 

議長  よろしいですか。それでは、要望ということでそれぞれ教育長、学校

教育課、よろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑ございますか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  すみません、歳出のほうなんですけれども、６款の建設水道

課のクリーク管理保全対策費、これで浮き輪を１００個、要するに作ると。こ

の事業についてはもう完了しているのかどうかというのが一つ。 

 それに関連のすることなのでこの場でちょっとお願いするんですが、行政の
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ほうに。実は今、木佐木校区の活性化協議会のほうに木佐木小学校のほうから、

もちろんこの水難事故もそうなんですけれども、通学路に関する地域の調査が

あって、保護者のほうからこういうところに要するに危険箇所がありますよと

いうことで調書を作って、活性化協議会から行政にお願いしてほしいという申

出がありまして、多分８月に町長宛てにそういうお願い、要望書が上がってい

るんではないかというふうに思います。 

 私たちも地区で区長さんと一緒に現地を確認しました。そしたら、やはりお

っしゃるとおり、子供たちにとって危ないところばかりでした。特に水難事故

に関しても、ポリタンクですか、あれが破損しているとか、そういうところが

いっぱい見当たりましたので、今さっき課長のほうから今後また追加してやっ

ていくというありがたい言葉もございましたので、ぜひ木佐木校区だけではな

くて、大溝校区も大莞校区もあるんじゃないかと思いますので、対処の方をよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

 

議長  答弁を許します。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  古賀議員の質問にお答えいたします。 

 現在、浮き輪につきましては、町内にある国営水路８本、約２５キロメート

ルでございますけれども、危険であるという看板と併せて設置中でございます。

まだ終わってはおりません。早急に設置のほうに向けて、現在直営業務として

対応しているところです。 

 それから、申し訳ございません、小学校からのちょっと調査の要望書につい

ては、まだ私のほうが確認できておりませんので、提出されているということ

であれば、早急に確認のほうさせていただきまして、調整のほうさせていただ
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きたいというふうに思っております。 

 それから、先ほどありました救命用ポリタンクの老朽化についてでございま

すけれども、こちらについても全て現在取替え等完了しておるところでござい

ます。今後も対策のほうを強化してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

議長  補足ということで、境町長。 

 

境町長  先ほど古賀議員のほうから活性化協議会で調査をしていただいたと

いうことで、地域の皆さんに子供たちの安全のことについて一緒に考えていた

だくということは本当にありがたいなと。やはり子供たちの安全を守るという

ことは、地域ぐるみでやらないとやっぱりなかなかできない。その中で、役場

としてもしっかり取り組んでいきたいと思っています。 

 もちろん水難事故絡みで、そういう水路の危ないところに対する対策を、い

ろいろご意見をいただいて、とにかく早急に取り組んでいきたいというふうに

は思っていまして、あと、道路についても、やっぱり通学路で危険なところも

ございますので、そういうところについてもできるだけ安全対策を講じていか

なければならないというふうに思っています。 

 いずれにしましても、地域、学校一体となって、ハードではなかなか限界が

ある部分もございますので、地域の取組とかも含めて、そういう対策をしっか

り協力をしていって対応してまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。５番、古賀靖子議員。 
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古賀靖子議員  １２ページの学びの保障のところなんですけれども、学習支

援などのサポートで各学校にお一方ずつ職員を配置されているということなん

ですけれども、今の学習が遅れている中で学校に１人だけという予算では足り

ないんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  古賀議員の質問にお答えいたします。 

 今回、第５号補正で上げている分につきましては、まずは、これは国の事業

で県が実施する事業となっておりまして、その部分について、補助金について

は県が実施しますけれども、雇用とかそちらについては市町村でしてください

という部分が示されている分になります。その分について、ちょっと緊急にす

るというようなスケジュールでもございましたので、まずは、この分について

は夏休みの期間中に伴う県の事業として行っている分になりますので、また町

の状況についてという部分になりますと、それはまた今後検討していく形にな

るかというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  ５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  検討していただくということは、確実に職員の方が増えると

いうことで考えていてよろしいんですか。 
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議長  答弁を許します。先に境町長。 

 

境町長  ご指摘いただきましてありがとうございます。 

 コロナ禍で本当に学校も大変だと思うんですけれども、人間を配置する場合

に、やっぱり本当に必要かどうかしっかり検証していかないと、会計年度任用

職員制度が導入されて人件費がかなり膨れていると。これから自治体運営をや

っていく上で、そういう固定経費に関しては非常に重要な課題になってきまし

て、人件費についても当然例外ではございません。 

 そういう意味では、本当に足りんから雇うということで右から左にしておっ

たら財政ももちませんので、ただ必要なところにはしっかり対応していく必要

がありますので、そこら辺についてはもう少ししっかり本当に人が必要なのか、

そういう形で雇う必要があるのか、それとも例えば地域のボランティア的な形

でご協力いただけるようなことができないのか、そういうことも含めて考えて

いかないといけないのではないかなというふうに考えております。また、いろ

いろご意見いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

議長  よろしいですか。ほかに質疑ございますか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  １２ページの事務局費の中で、印刷製本費、堀の安全マップ

ということで補正予算が上がっていますが、この堀の安全の基準というのは、

大木町、そのクリークを見だすと、どこでも危険なのかどうか、ちょっとなか

なか判断しづらいと思うんですよ。この危険な基準というものをどのようにさ

れてあるのか。 

 それから、あと、せんだっての全員協議会の中で、大莞校区の堀の安全マッ
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プというのを拝見させていただいたんですけれども、あと大溝と木佐木校区に

ついてのクリークの安全マップ、地図というのがいつ頃出来上がって、どのよ

うな形で町民の皆さんに配布されるのかをお尋ねします。 

 

議長  答弁を許します。北原教育長。 

 

教育長  小畠議員のご質問に答弁いたします。 

 ６月２日の水の事故を受けまして、各校区ごとに教職員、保護者、地域の方、

中学校は生徒自らの視点から、通学路を中心とした危険箇所の確認をしていた

だきました。 

 そのときの私の指示としては、柵等がなくて容易に水辺に近づけるところ、

あるいは落ちて上がるところがないところ、あるいは滑りやすいところ、ガー

ドレール等がないところ、それから今回起きました水路が深いところと、明確

な基準はございませんが、私のほうの指示からは以上のような観点で、通学路

の水路の点検をしてくださいという依頼をしているところです。 

 それにつきましては、その後７月に入りまして、担当課と現地を確認しまし

て、今校区ごとにその危険箇所を写真等を入れて表しておりますが、１００か

所以上に上りますので、各校区ごとに全て網羅することはできませんが、先ほ

ど申しました危険箇所の典型的な場所につきましては、写真を入れて今資料を

作成しております。 

 間もなく、今日の記者会見でも報告しますけれども、印刷を依頼して、９月

中には印刷ができるだろうと。最終確認をして印刷に向けて今努力していると

ころです。 

 印刷枚数は２，０００部を予定しております。これは全小中学生を通して各
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家庭へ、残りは各行政区長様とか、あるいは各コミュニティセンター等に置い

て、安全啓発の資料として活用していただきたい。あるいは町内に転入される

お子様をお持ちの保護者にも提示して、安全啓発の資料に活用していきたいと、

そういう計画で今進んでいるところです。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  今配布枚数が２，０００世帯分ということでお聞きしたんで

すけれども、たしか大木町のほうでは約５，０００世帯ぐらい…… 

 

議長  ２，０００部。 

 

小畠裕司議員  ２，０００部の配布予定ですね。ということは、各世帯に１

枚ずつお配りしたとしても、町内の全世帯には行き渡らないということですよ

ね。たしか大木町は四千何百世帯か５，０００世帯ぐらいあったかと思うんで

す。やはりこれは先ほど教育長が言われました安全基準というのは、入り口と

出口のところでやっぱり重要視されてある、いわゆるクリークに入ってどうや

って上がるかというところだと思うんですけれども、なかなか行政とそれから

学校関係者だけでこれを見守るというのは、非常に不可能な部分じゃないかな

と思うんですよ。 

 ですから、やはりこれは町民の一人一人の皆さんの目配り、気配りがあって

成り立っていく話だろうと思うんですよ。子供さんを持っていらっしゃる家庭

だけではなかなか防ぎ切れないと思いますので、できれば全世帯にお配りでき

ないものか。発行部数をあと２，０００部増やしたところで幾らになるのかち
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ょっと分かりませんが、せっかくだったらやはり町民の皆さんに共通認識を持

ってもらって、安全、危険箇所というのを皆さんに周知徹底していただいたほ

うがいいんじゃないかと思っております。これが自助・公助・共助の一部分を

担っていくのではないかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

議長  答弁要りますか。 

 

小畠裕司議員  結構です。 

 

議長  じゃ、意見ということで。ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６０号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。 

 省略することについて採決を行います。この採決は挙手によって行います。

本案は委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手を願います。 

 

    挙手多数 

 

議長  ありがとうございます。挙手多数です。議案第６０号本案については

委員会の付託を省略することと決定しました。 
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 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第３、議案第６０号専決処分の承認を求めることについては、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６０号本案については、原案のと

おり承認されました。 

 日程第４、議案第６１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方公務員法の改正に伴う会計年度任用職員制度の導入に伴い、給
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料を支給される職員の補償基礎額について条例に規定する必要が生じたことか

ら、条例の一部改正するものでございます。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。池末総務課長。 

 

総務課長  議案第６１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

 本案は、地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、所

要の規定の整備を行う必要があるので、議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の一部を改正するものです。 

 条例案及び参考資料の１ページから７ページの新旧対照表をお願いいたしま

す。 

 第５条中は、字句の修正であり、また会計年度任用職員の導入に伴い、地方

公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員、フルタイム会計年度任用職

員については、地方自治法第２０４条第１項を改正し、常勤職員と同様に、給

料、手当及び旅費の支給対象であることが明確化されました。これに伴い、こ

の条例第５条において、報酬が日額で定められている職員の保障基礎額の規定

に加え、第５号として給料を支給される職員の法第２条第４項に規定する平均

給与額の例により、実施機関が町長と協議して定める額とする規定を新たに整

備するものであります。 

 次の第８条から第１６条につきましては、字句の修正及び不要となった字句
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の削除を行うものです。 

 続いて、４ページ、附則の第５条第１項の表中及び７ページの同条第２項の

表中、調整率の改正については、傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される

場合の調整率の改正でありまして、傷病補償年金と同一の事由により、厚年法

による障害厚生年金等が支給される場合の調整率を「０．８６」から「０．８

８」に改正を行うものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６１号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。 

 省略することについて採決を行います。この採決は挙手によって行います。

本案は委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    挙手多数 

 

議長  挙手多数です。議案第６１号本案については委員会の付託を省略する

ことと決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第４、議案第６１号議会の議員その

他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６１号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第５、議案第６２号大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６２号大木町議会議員及び大木町長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、公職選挙法の一部改正に伴い、大木町議会議員及び大木町長の選挙
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における選挙運動の公費負担に関し、必要な事項を定める必要があるので、こ

の条例を制定しようとするものでございます。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  議案第６２号大木町議会議員及び大木町長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の制定についてご説明いたします。 

 本案は、公職選挙法の一部改正に伴い、大木町議会議員及び大木町長の選挙

における選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定める必要があるので、この

条例を制定しようとするものであります。 

 条例案及び本日お配りしておりますＡ３縦の資料にて説明したいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、第１条では、本条例の趣旨を規定しております。 

 続きまして、第２条では、選挙運動用自動車の公費負担について、候補者は、

６万４，５００円に候補者届出のあった日から選挙期日の前日までの日数を乗

じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができると

規定しております。ただし、供託物が大木町に帰属することとならない場合に

限るとし、供託物没収については、資料の第２条関係をご覧ください。公職選

挙法により、町議選挙では有効投票総数を議員定数で除した１０分の１、町長

選挙では有効投票総数の１０分の１に達しないときと定められています。 

 第３条では、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出について、前条の規



29 

定の適用を受けようとする者は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、

その他の者との間において、使用に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会に

届け出なければならないと規定しております。 

 第４条では、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払い手続について、

大木町は、候補者が契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者、その

他の者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、各号に定める

金額を当該一般乗用旅客自動車運送業者等からの請求に基づき事業者等に支払

うと規定しています。 

 第１号で、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合、選挙運

動用自動車２台以上使用される場合についてはいずれか１台が使用される各日

について支払うべき金額、当該金額が上限６万４，５００円の合計金額と規定

しております。資料の第４条第１号関係の部分になります。 

 第２号では、一般運送契約以外の契約である場合、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に掲げる金額と規定しています。 

 ア、選挙運動用自動車の借入れ契約である場合、選挙運動用自動車として使

用される各日についてその使用に対して支払うべき金額、上限１万５，８００

円の合計金額。資料の第４条第２号関係のアの部分になります。 

 イ、燃料の供給に関する契約である場合、選挙運動用自動車に供給した燃料

の上限代金７，５６０円に候補者の届出のあった日から選挙期日の前日までの

日数を乗じて得た金額で、候補者からの申請に基づき、委員会が確認したもの

に限ると規定しております。資料の第４条第２号関係のイの部分になります。 

 ウ、運転手の雇用に関する契約である場合、運転手が運転業務に従事した各

日についてその勤務に対して支払うべき報酬の額、上限１万２，５００円の合

計金額と規定しています。資料の第４条第２号関係のウの部分になります。 



30 

 第５条では、契約の指定について。選挙運動用自動車の使用に関し同一の日

につき、一般運送契約と一般運送契約以外の契約とのいずれもが締結されてい

るときには、いずれか一つの契約のみが締結されているものとみなすという規

定でございます。 

 第６条では、選挙運動用ビラの作成の公費負担について、第８条に定めると

ころにより算定した金額のビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内でビラを

無料で作成することができると規定しております。 

 第７条では、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出について、適用を受け

ようとする者は、ビラの作成を業する者との間において、ビラの作成に関し有

償契約を締結し、委員会に届け出なければならないと規定しております。 

 第８条では、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払い手続について、

契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価、上限単価７

円５１銭にビラの作成枚数を乗じて得た金額を当該ビラの作成を業とする者か

らの請求に基づき、業とする者に支払うと規定しております。 

 資料の第６条から第８条関係をご覧ください。 

 公職選挙法により、ビラの作成枚数は町議選挙では１，６００枚、町長選挙

では５，０００枚までと定められています。 

 第９条では、選挙運動用ポスターの公費負担について、第１１条に定めると

ころにより算定した金額にポスターの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内でポ

スターを無料で作成することができると規定しております。 

 第１０条では、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出について、適用

を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において、ポスタ

ーの作成に関し有償契約を締結し、委員会に届け出なければならないと規定し

ております。 
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 第１１条では、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払い手続につ

いて、契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価、

上限単価が５２５円６銭にポスターの掲示用の数を乗じて得た金額に３１万５

００円を加えた金額をポスター掲示用の数で除した金額にポスターの作成枚数

を乗じて得た金額を、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、

業とする者に支払うと規定しております。 

 資料の第９条から第１１条関係をご覧ください。 

 上限作成単価の計算式を記載しております。公費負担額は、実際の作成枚数

と（Ａ）掲示場数の少ないほうの枚数に実際の作成単価と（Ｂ）上限作成単価

の少ないほうの額を乗じた額になります。 

 第１２条では、条例に定める者のほか、この条例の施行に必要な事項を委員

会が別に定めることを規定しております。 

 また、附則において、第１条で、本条例の施行期日を令和２年１２月１２日

としています。 

 第２条では、適用区分をこの条例の施行の日以後、その期日を告示される選

挙から適用するものとしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  なかなか言葉遣いが非常に難しくて、頭の悪い私には分かり

づらいところが非常に多々ありますので、もう一度詳しくお尋ねしたいと思い

ますが、まず、選挙カーの借入れをすることができるということで、第３条の
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中で、一般乗用旅客自動車運送事業者とそれからその他の者というのがありま

す。このその他の者、ちょっとよく文章を読んでみますと、生計を共にしてい

る家族のところから車を借りたら、これは駄目だよと。だから、生計を共にし

ていない人から、いわゆる友達とかから車を借りて、それを選挙カーに使う分

はオーケーだよというような認識でいいのかが１点。 

 それと、そのときに、附則の第１２条で、この条例に定める者のほか、条例

の施行に関して必要な事項は委員会が別に定めるということがありますので、

ほかに定める事項が何かあるのか。例えば、任意保険に入っていない車が、選

挙活動運動中にもし交通事故とか起こして、任意保険に入っていない場合は、

強制保険だけしか入っていないと。任意保険に入っていない車は最近非常に目

立っているところが多いのかなと思っております。他の地方議会の議員さんの

中でも、任意保険に入っていない車を運転中、何か事故を起こしたときに、こ

れは町に責任が問われることもあるのかなと思っております。 

 だから、どうせせっかくこうやって決めていただけるんであれば、条例です

ので、町独自でこの附則に関してはその辺も追加できるのかどうか、そこら辺

も加味したところでこの条例を提案されているのか、そこをお尋ねしたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  小畠議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、最初にご質問がありました一般乗用旅客自動車運送事業者とその他の

者でよかったかと思いますけれども、資料のほうに掲げておりますけれども、

一般乗用旅客自動車運送事業者とは、例としてここに上げおりますハイヤー方
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式、要は運転手の賃金と燃料代と車の借上げ料と全部込み込みになっている部

分をハイヤー方式で契約されて利用された場合と、それ以外の部分が、ここの

第４条第２号関係ところのアの部分で上げていますけれども、括弧書きの部分、

レンタル、個人、会社等からの借上げの部分ということで分けさせていただい

ています。こういう部分で借りられた場合は、日額の上限の１万５，８００円

ということで上げさせていただいています。 

 すみません、続けさせていただきます。個人からの借入れの部分でのご質問

での業としてなしていない部分での理解でよろしいのかということかと思いま

すけれども、ご指摘のとおりでよろしいと思います。 

 最後に、任意保険の関係ですけれども、今回の条例で任意保険の関係には触

れておりませんので、最後に申しました規定等で定めると、別に定めるという

ことで、第２条でお話しした部分については、様式とかその他細々した部分を

その他別に規定の中で定めているという部分になります。 

 今回ご質問がありました任意保険に関しましては、近隣の状況なり、先に条

例等を基本的に作っている部分を参考にさせて作らせていただいていますけれ

ども、近隣市町はどういう状況でその任意保険について対応されてあるかとい

う部分を調査させていただいて、今後の規定なり運用のほうに反映させていた

だきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  まず、ちょっと整理したいと思うんですけれども、第１点目

の当該契約に係る業務を業としてと。例えば私の家内がレンタカー屋さんをや



34 

っていたという分については、そこから借りるのはオーケーだよと、ただ生計

を共にしている、うちの家内が何もしていないのにうちの家内の車をじゃ借り

上げて、それを選挙カーに使うというのは駄目だよというお話なんでしょうか

というのが第１点目のお話です。 

 それから、任意保険の分に関しては、もし事故があったときにやっぱり公費

で負担している話なので、そんな車を何で認めたのかといって責任問題になっ

てくると、これは町が責任を取らざるを得ないような判例等も出ております。 

 他市町村との分を調べられてこの条例に反映されることは別に全然構わない

かと思うんですけれども、大木町の条例なんで、これは単独で町でご判断いた

だいてやるというのが、他の市町村がやっていないから大木町はやらないんだ

よという話ではなくて、やはりこれは必要な最低限の話だろうと思います。 

 任意保険はあくまでも任意なので、入る入らないは別だと思うんですけれど

も、ここにいらっしゃる皆さんは選挙カーをレンタルされてあったのでよくお

分かりかなと思うんですけれども、やはり適当な車がなければ、誰かが持って

いるこの車を貸してよといって、任意保険に入っていないのもそのまま借りる

こともあるかと思います。やはりそこは議員に立候補する以上は、自覚として、

任意保険に入っているかどうか自分の目で確かめてやるというのが大事かなと

思っております。それをぜひこの条例の中でもきちんとうたっていただければ、

それがなくなっていくんではないかと思っております。 

 以上です。 

 

議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  小畠議員のご質問にお答えいたします。 
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 最初のほうのご質問ですけれども、議員ご指摘のとおりで、業の部分に関し

ては大丈夫なんだけれども、奥さん所有の部分、個人で所有の部分はいけませ

んよというご理解で大丈夫かというふうに思います。 

 それと、任意保険の部分ですけれども、そうですね、任意保険の加入に関し

て、そこをちょっと条例の中で規定できるのか、そこまでという部分もありま

すので、ちょっと調査させていただいて、当然使用される方にお願いという形

になるかとは思うんですけれども、どの段階で規定をしてお願いしていくかと

いう部分を考えさせていただきたいと思いますので、ちょっと近隣の状況を調

査しながら、どの段階で規定していくかという部分を詰めさせていただきたい

と思います。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  今のやり取りに関してなんですけれども、杉課長の答弁でい

うと、条例事項に反映するかもしれないということになれば、今日の採決は見

送りということにならざるを得んと思うんですが、基本的に条例に定める事項、

規定に定める事項というのがあると思うので、やっぱり条例事項とそれ以外の

事項についてはこうなんですよということで、もうちょっと自信を持ってやっ

ていただければいいのかなという気がしておるところです。 

 以上です。 

 

議長  ありがとうございます。ご意見ということで。ほかに質疑ございませ

んか。 
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    質疑なし 

 

議長  ありませんね。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。議案第６２号については、会議規則第３８条第３項の規

定によって委員会の付託を省略したいと思います。 

 省略することについて採決を行います。この採決は挙手によって行います。

本案は委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手を願います。 

 

    挙手多数 

 

議長  挙手多数です。議案第６２号本案については委員会の付託を省略する

ことと決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 
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 この採決は起立によって行います。日程第５、議案第６２号大木町議会議員

及び大木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第６２号本案については、原案のと

おり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。再開を１０時５５分といたします。 

 

 

休憩    １０時４２分 

再開    １０時５５分 

 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第６、議案第６３号令和元年度大木町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６３号令和元年度大木町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ての提案理由を申し上げます。 

 令和元年度大木町一般会計の決算につきましては、歳入総額６２億２，９０
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５万７，０００円に対し、歳出総額５８億９９９万９，０００円であり、歳入

歳出差引額は４億１，９０５万８，０００円となり、また、この額から翌年度

へ繰り越すべき財源である１億６，４３９万７，０００円を差し引くと、実質

収支額は２億５，４６６万１，０００円の黒字となったものでございます。 

 また、決算額を前年度と比較しますと、歳入で５億６，５２８万２，０００

円、８．３％の減、歳出で７億４，１４７万１，０００円、１１．３％の減と

なっており、ふるさと納税関連の歳入及び歳出事業の減などが主な要因となっ

ております。 

 次に、令和元年度決算における主な財政指標でございますが、財政構造の弾

力性の指標であります経常収支比率につきましては、平成３０年度と比べ、０．

９ポイント減少し８７．３％となりました。 

 また、町債残高につきましては４８億７，３４３万５，０００円となり、平

成３０年度末の現在高と比べ１億７，７５４万５，０００円の減となっており

ます。 

 なお、基金残高につきましては、４０億６１６万６，０００円と、平成３０

年度と比べ５，１０６万円の増となっております。 

 引き続き経常経費を抑制し、財政が硬直化しないように取り組んでまいりま

す。 

 詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。決算書４１ページ、１款議会費よ

り２款総務費まで、順次お願いします。川村会計課長。 
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会計課長  説明につきましては、予算を所管する課長が続けて行います。着

座のまま行わせていただきますのでご承知願います。 

 それでは、４１、４２ページから説明いたします。 

 １款１項１目議会費、予算現額７，２１３万５，０００円、支出済額７，１

８０万２５２円、不用額５６万６，７４８円となっております。主要な施策の

成果は１ページから２ページに記載しております。 

 １節報酬、支出済額３，４８２万３，９９２円から１９節負担金補助及び交

付金、支出済額４２万６，５５０円まで、議会運営、議会活動に要した一般的

経費及び議員、一般職員の人件費となっております。なお、以下において人件

費の説明は省略させていただきます。 

 以上です。 

 

総務課長  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額２億６，

２２３万４，０００円、支出済額２億５，６７０万１，８５７円、不用額５５

３万２，１４３円となっています。不用額の主なものとして、７節賃金１２９

万４，８６０円は、事業名称、一般管理費における臨時雇い並びに非常勤職員

賃金の執行残でございます。主要な施策の成果は３ページから７ページに記載

しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 まず、一般管理費の執行額は合計で７，９２３万７，１０６円です。 

 ４３、４４ページをお願いします。 

 内訳の主なものとして、右側備考欄、一番上の区長報酬２，１００万８，１

００円、下から９行目になります大木町シルバー人材センターに委託している
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庁舎管理委託料７１０万３，２６２円。 

 また、次のページをお願いします。 

 行政区の組や班へ交付する地域連絡調整推進助成金９２３万２，０００円な

どとなっております。 

 職員人材育成事業の執行額は合計で１６８万９，２４３円です。内訳の主な

ものとして、職員の研修に要する普通旅費７０万９，６６７円や研修等負担金

６３万５，５７６円となっております。 

 ４７、４８ページをお願いいたします。 

 ２目文書広報費、予算現額８８４万７，０００円、支出済額８３４万１，１

８１円、不用額５０万５，８１９円となっています。不用額の主なものとして、

１２節役務費４８万９，２９０円は、通信運搬費、後納郵便料の執行残でござ

います。主な施策の成果は７ページに記載しております。主な支出は、後納郵

便料など通信運搬費の役務費として３７８万５，７１０円のほか、例規集の更

新データ作成業務委託料として２２１万２，７００円などでございます。 

 以上でございます。 

 

会計課長  ３目財政管理費、予算現額２８７万７，０００円、支出済額２８

５万７，２６１円、不用額１万９，７３９円となっております。主要な施策の

成果は７ページに記載しています。 

 一般事務経費以外の主な支出として、新地方公会計事業におきます１３節委

託料２６４万円につきましては、備考欄にありますとおり、新地方公会計事業

における財務書類作成支援業務委託料です。 

 ４目会計管理費、予算現額３６２万９，０００円、支出済額３４４万９６８

円、不用額１８万８，０３２円となっております。主要な施策の成果は７ペー
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ジから８ページにかけて記載しております。 

 ４９、５０ページをお願いします。 

 主な支出として、１９節負担金補助及び交付金１０９万円は、庁舎内に設置

されている指定金融機関派出所経費に対する負担金です。 

 以上です。 

 

総務課長  ５目財産管理費、予算現額３，７２９万２，０００円、支出済額

３，５８４万８，８３４円、不用額１４４万３，１６６円となっています。不

用額の主なものとして、１１節需用費１１２万４，２３９円は、庁舎修繕並び

に光熱水費の執行残でございます。主要な施策の成果は８ページから１０ペー

ジに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 まず、財産管理費の執行額は合計で３，００３万３，１８９円です。内訳の

主なものとして、庁舎、子育て交流センター及び西別館の光熱水費５６３万３，

７４２円ほか、庁舎、子育て交流センター及び西別館の清掃委託料として合計

８５０万２，０００円、公有物件敷地借上料３５８万８，４６０円、庁舎屋上

高架水槽鉄骨塗装工事外４件の工事費２４７万５，５９２円などとなっていま

す。 

 ５２ページをお願いします。 

 公共施設マネジメント推進事業の執行額は合計で５８１万５，６４５円です。

内訳の主なものとして、公共施設長寿命化計画策定業務委託料５７６万１，８

８０円は、各公共施設の劣化調査の結果を基に予防保全型の維持管理に努め、

施設の長寿命化、修繕費の縮減等を目的とした計画を作成したものでございま

す。 
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 以上でございます。 

 

企画課長  ６目企画費、予算現額３億５，１３２万３，０００円、支出済額

３億３１５万６，４２２円、不用額４，８１６万６，５７８円となっておりま

す。不用額の主なものとして、１２節役務費３，８７５万３，８８７円は、ふ

るさと納税事業の返礼品送料が見込額を大きく下回ったことによるものです。 

 また、１３節委託料８２６万３，１２３円は、ふるさと納税事業に係る事務

等の委託料について見込額を下回ったことなどによるものです。主要な施策の

成果は１０ページから１３ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 企画事務費の執行額は合計で５９１万８，９９２円です。内訳の主なものと

して、総合計画策定に係るアドバイザー謝金４０万円をはじめ、県営住宅団地

跡に整備したみんなの広場や道の駅の駐車場などを整備するために活用した都

市再生整備計画事業が完了したことに伴い、その事業評価の作成委託料として

４７万３，０００円、西鉄バス路線維持補助金として２７４万８，０００円を

それぞれ支出しております。 

 情報通信網整備維持管理事業の執行額は合計で２，６５４万３，２０６円で

す。内訳として、ケーブルテレビの加入促進を図るための地域情報番組作成に

係る委託料１２１万３，６００円のほか、ＩＣＴケーブル等の保守業務委託料

２，０６９万７１８円、電柱などのＩＣＴ基盤施設の設置に係る使用料４６３

万８，８８８円をそれぞれ支出しております。 

 広報公聴事業の執行額は合計で４３３万４，１１７円です。内訳の主なもの

として、広報おおき等の印刷製本費１９６万３，０９１円のほか、ホームペー

ジ保守運用委託料１４３万８，８００円などを支出しております。 
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 ふるさと納税事業の執行額は合計で２億６，５７５万５，１３８円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 内訳の主なものとして、ふるさと納税の寄附者への返礼品代１億５，７２５

万３，３０２円をはじめ、返礼品の送料として通信運搬費４，５１４万１，０

７６円、サイトの利用料３，２４６万１，２３８円、ＷＡＫＫＡへの事務等の

委託料２，５２６万２１１円をそれぞれ支出しております。 

 男女共同参画推進事業の執行額は合計で４３万４，１０４円です。内訳の主

なものとして、女性ホットラインの相談業務の委託料として３２万２，５４８

円などを支出しております。 

 地方創生総合戦略事業の執行額は合計で１７万８６５円です。内訳の主なも

のとして、レンタサイクルに係る看板の制作費として１５万２，８６５円など

を支出しております。 

 以上です。 

 

総務課長  ７目公平委員会費、予算現額１万８，０００円、支出済額９，０

００円、不用額９，０００円となっています。主要な施策の成果は１３ページ

に記載しております。 

 支出の内容は、公平委員会定例会１回分の委員報酬でございます。 

 ８目交通安全対策費、予算現額２４０万２，０００円、支出済額２２９万２，

０５０円、不用額１０万９，９５０円となっています。主要な施策の成果は１

３ページから１４ページに記載しております。 

 主な支出は、５６ページをお願いします。 

 大川大木交通安全協会補助金として１４２万８，９００円ほか、高齢者運転

免許証自主返納支援助成事業として、６０名に対し５８万３，４３０円のタク
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シー利用助成を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

 

会計課長  ９目財政調整基金費、予算現額１億９，８０６万円、支出済額、

同額の１億９，８０６万円です。不用額はゼロとなっております。主要な施策

の成果は１４ページに記載しております。 

 主な支出につきましては、２５節積立金１億９，８００万円で、前年度剰余

金及び基金運用益を基に財政調整基金へ４００万円、大木町公共施設整備基金

へ９００万円、大木町夢あふれるまちづくり基金へ１億８，５００万円をそれ

ぞれ積み立てております。 

 

総務課長  １０目情報処理費、予算現額４，９２８万５，０００円、支出済

額４，８７２万５，１７８円、不用額５５万９，８２２円となっています。主

要な施策の成果は１４ページに記載しております。 

 主な支出は、電算機器本体関連機器保守委託料として１，２８３万４，６９

５円、電算機器及び総合行政システムソフトウエアなどのリース代として１，

７５４万８，２８４円、地方公共団体情報システム機構負担金として５３５万

８，０００円などを支出しています。 

 以上でございます。 

 

企画課長  １１目まちづくり活性化推進事業費、予算現額３，３３０万６，

０００円、支出済額３，０７２万４，４３２円、不用額２５８万１，５６８円

となっております。 

 次のページをお願いいたします。 
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 不用額の主なものとして、１節報酬は、景観・土地利用審議会を開催しなか

ったため、全額未執行となっております。 

 １１節需用費８０万９，４９０円は、校区コミュニティセンターにおける節

電等により光熱水費が不要となったことなどによるものです。主要な施策の成

果は１４ページから１７ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出をご説明します。 

 一旦前のページに戻っていただきまして、事業名、まちづくり活性化推進事

業費の執行額は合計で２５０万９，９４４円です。 

 内訳として、次のページをまたお願いいたします。 

 ひしのみ国際交流センター補助金２００万円のほか、まちづくり協議会調整

金５０万円です。 

 校区コミュニティ推進事業の執行額は合計で２，６２５万３，９０１円です。

内訳の主なものとして、各校区のコミセンの職員４名分の賃金１，０００万１，

３１１円をはじめ、大溝コミセン施設の賃借料２２０万３，２００円、大莞コ

ミセンの空調設備設置工事費９６万９６０円、校区や行政区の地域づくり活動

の支援助成金として８４７万６，８００円などを主に支出しております。 

 まち歩き事業の執行額は合計で１５９万４，２６５円です。内訳として、臨

時雇い賃金１００万７，２６５円のほか、さるこいフェスタの運営委託料とし

て５８万７，０００円を支出しております。 

 都市農村交流事業の執行額は合計で３２万３，０９７円です。 

 内訳の主なものとして、次のページをお願いします。 

 春日つながりサロン事業に係る春日市民に対する広報業務等の委託料として

２２万５，０００円を支出しております。 

 以上です。 
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総務課長  １３目防災諸費、予算現額１，８３６万３，０００円、支出済額

１，７８３万２，２９２円、不用額５３万７０８円となっています。主要な施

策の成果は１７ページから１８ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 防災対策推進事業費の執行額は合計で９５０万８，４３３円です。内訳の主

なものとして、防災行政無線戸別受信機購入費９１５万７，５００円は、高齢

者の適切な避難行動を促すことを目的に、災害時にラジオとしての情報の収集

が可能な戸別受信機４５０台の購入費用です。 

 防災設備等設備管理事業費の執行額は合計で８０８万６，５２６円です。主

な支出は、福岡県防災行政情報通信ネットワーク再整備事業負担金として６２

０万３，４５７円のほか、防災設備無線等の運用管理に係る経費を支出してお

ります。 

 ６１、６２ページをお願いします。 

 １４目安全安心まちづくり推進事業費、予算現額４７０万９，０００円、支

出済額４６０万４，００７円、不用額１０万４，９９３円となっています。主

要な施策の成果は１８ページから１９ページに記載しております。主な支出の

内容は、防犯設備整備管理事業において防犯灯の電気料及び９４個分の修繕料

１２３万６，８３０円、ＬＥＤ防犯灯３２か所分の新設工事費１２１万７，２

６０円でございます。 

 以上でございます。 

 

税務町民課長  ２項徴税費、１目税務総務費です。予算現額７，５９９万５，

０００円、支出済額７，４２４万８，３２４円、不用額１７４万６，６７６円
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となっております。主要な施策の成果は１９ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 税務総務費の執行額は合計で１，９０９万５，５７２円です。内容の主なも

のとして、非常勤職員の賃金５６７万６，３２８円。 

 ６３、６４ページをお願いいたします。 

 備考欄上のほうから３行目、地方税共通納税システム導入業務委託料１３６

万８００円、地番図家屋図修正業務委託料２６１万２，５００円、航空写真撮

影及びデータ化業務委託料１４３万９，９００円、令和３年度評価替えに係る

不動産鑑定業務委託料３３２万３，８２０円、国税連携・年金特徴システムサ

ービス使用料１０７万４，３６０円などとなっております。 

 続きまして、２目賦課徴収費、予算現額８７７万４，０００円、支出済額５

１１万８，０１３円、不用額３６５万５，９８７円となっております。不用額

の主なものとして、２３節償還金利子及び割引料２７６万２，５９９円は、過

誤納金等払戻金及び加算金の執行残でございます。主要な施策の成果は１９、

２０ページに記載しております。 

 賦課徴収費の執行額は合計で５１１万８，０１３円です。内容の主なものと

して、通信運搬費で２９８万６，９１７円、過誤納金等払戻金１９３万６，３

０１円などとなっております。 

 続きまして、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費です。予算

現額３，７３９万８，０００円、支出済額３，５４９万８，３４１円、不用額

１８９万９，６５９円となっております。 

 不用額の主なものとして、次のページ、６５、６６ページをお開きください。 

 １９節負担金補助及び交付金１７２万３，６００円は、地方公共団体情報シ

ステム機構負担金の執行残でございます。主要な施策の成果は２０、２１、２
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２ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 戸籍費の執行額は合計で３９７万１，９３６円です。内容の主なものとして、

戸籍総合システム保守委託料１７３万５，３３０円、戸籍総合システムソフト

使用料１４３万８，８００円などとなっております。 

 続きまして、戸籍住民基本台帳費の執行額は合計で６９６万７，８３３円で

す。内容の主なものとして、住基ネットワーク機器更改作業委託料１１６万６，

０００円、住基ネットワーク機器購入費５１１万１２８円などとなっておりま

す。 

 マイナンバー関連事務事業の執行額は合計で２３６万３，１４３円です。 

 次のページ、６７、６８ページをお開きください。 

 内容の主なものとして、地方公共団体情報システム機構負担金１９３万７，

４００円などとなっております。 

 続きまして、４項選挙費、１目選挙管理委員会費です。予算現額４６万２，

０００円、支出済額４３万３，９０２円、不用額２万８，０９８円となってお

ります。主要な施策の成果は２２ページに記載しております。 

 選挙管理委員会費の執行額は合計で４３万３，９０２円です。内容の主なも

のとして、委員報酬３７万６，０００円です。９節旅費は、支出済額がゼロ円

でありますが、これは県知事県議選挙から参議院選挙と続けて選挙が実施され

ており、各説明会が実施され、選挙管理委員長会議が実施されなかったためで

あります。 

 続きまして、２目選挙啓発費です。予算現額２４万９，００２円、支出済額

２０万４，９３３円、不用額４万４，０６７円となっております。主要な施策

の成果は２２ページに記載しております。 
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 選挙啓発費の執行額は合計で２０万４，９３３円です。内容の主なものとし

て、賞品代７万９，８１９円、これは明るい選挙啓発ポスターの参加賞品代で

す。 

 続きまして、３目参議院議員選挙費です。予算現額は８０６万６，０００円、

支出済額８０５万５，２２４円、不用額１万７７６円となっております。主要

な施策の成果は２２、２３ページに記載しております。 

 参議院議員選挙費の執行額は合計で６６０万２１４円です。 

 次のページ、６９、７０ページをお開きください。 

 内容の主なものとして、選挙事務等委託料１８５万７，０００円、その下の

ほうになります選挙備品購入費１４９万４００円などとなっております。 

 ４目県知事県議選挙費です。予算現額３５２万９，０００円、支出済額３５

２万２，６５８円、不用額６，３４２円となっております。主要な施策の成果

は２３ページに記載しております。 

 県知事県議選挙費の執行額は合計で３０３万２，７８９円です。内容の主な

ものとして、選挙事務等委託料１４１万４，５００円、一番下の選挙備品購入

費５４万円などとなっております。 

 次のページ、７１、７２ページをお開きください。 

 ５目町議会議員選挙費です。予算現額１７８万円、支出済額１７７万４，３

８７円、不用額５，６１３円となっております。主要な施策の成果は２３ペー

ジに記載しております。 

 町議会議員選挙費の執行額は合計で１６０万３，９６９円です。内容の主な

ものとして、ポスター掲示板作成及び改修委託料２５万９，２００円、ポスタ

ー掲示場設置・保守及び撤去委託料１３万７，４４７円などとなっております。 

 以上です。 
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企画課長  ５項統計調査費、１目統計調査総務費、予算現額５８６万１，０

００円、支出済額５７８万２，９４３円、不用額７万８，０５７円となってお

ります。この目では、主に職員の人件費を支出しております。 

 ２目各種統計調査費、予算現額２４２万９，０００円、支出済額２３３万３

８円、不用額９万８，９６２円となっております。主要な施策の成果は２３ペ

ージに記載しております。 

 主な支出については、工業統計調査、経済センサス基礎調査及び農林業セン

サスに係る調査員６４名分、指導員３名分の報酬１８１万２，６２１円となっ

ております。 

 以上です。 

 

会計課長  ６項監査委員費、１目監査委員費、予算現額８４万４，０００円、

支出済額８１万１，４９６円、不用額３万２，５０４円となっております。主

要な施策の成果は２４ページに記載しております。 

 主な支出につきましては、１節報酬５５万５，９７０円で、監査委員２名分

の報酬です。 

 また、９節旅費１９万３，７４０円は、監査委員全国研修の費用弁償及び旅

費等となっています。 

 以上です。 

 

議長  ここで、１款議会費及び２款総務費について質疑を行います。質疑あ

りませんか。それでは、１１番、小畠裕司議員。 
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小畠裕司議員  まず、５２ページの中で、委託料で公共施設の長寿命化計画

策定業務委託料で５７６万１，８８０円がありますが、これはもう出来上がっ

ているかと思うんですけれども、これは一般公開されるんでしょうか、されな

いんでしょうか、そこをお尋ねしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  小畠議員の質問にお答えします。 

 業務につきましては、平成２９年度から調査を実施しまして、令和元年度で

終了しております。公開につきましては、すみません、ちょっと確認できてお

りませんので、後ほど回答させていただいてよろしいでしょうか。申し訳ござ

いません。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  主要な施策の成果からよろしいですか。１２ページのふるさ

と納税です。２９年度、３０年度、令和元年度で寄附件数と寄附金額を見てい

るんですけれども、課長が答弁でおっしゃられたとおり、想定額より少なかっ

たということなんですが、これ、単価を見てみたんです。２９年度は大体１件

当たり５万９，０００円ぐらいで、３０年度なんか１９万４，０００円ですよ。

えらい何か差があって、今年は２万９，０００円ぐらいだったと。この主な要

因をちょっとまず聞かせていただいてよろしいでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。野田企画課長。 
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企画課長  お答えいたします。 

 一応３０年度については、こちらの主要な施策の成果に書いていますとおり、

北海道のほうの東部地震を代行受領したということで金額が大きくなってきて

いるということを聞いておるところです。 

 今年度については、ご説明したとおり、送料が大きく見込みを下回ったとい

う部分については、実は件数的には大変昨年度に比べて多く頂いておるところ

ですけれども、実はほとんどがイチゴになっております。この送料については、

見込みではおおむね全体の２０％を家具とかソファーとか大型品を見込んでお

ったということで、その見込みが約２％程度に、２０％が２％以下ということ

で、その分について大きく送料が見込みを下回ったということでご説明させて

いただいたところです。 

 以上です。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。できればちょっとマイクを近づけていただけれ

ばと思います。 

 

益田隆一議員  失礼しました。 

 本当、課長おっしゃるとおり、件数に関しては、去年、２年、３年前よりも

ものすごく増えていますので、これは物すごく評価すべき点かなと思います。

それだけ周知していただいて、ふるさと納税は、これに単価が上がればさらに

いい話なんですけれども、ただたまたま今朝のニュースで、ＮＨＫでしたか、

ふるさと納税に依存し過ぎた町長とか何かと言われてあったんですよ。どこか

な、高知の何とかという町だったんですかね。結局何か外されたんですか、そ
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の制度から。あまりにも依存し過ぎるのもちょっといかがなものかと思うんで

すけれども、本当に件数に関しては物すごく評価すべき点かなと思います。 

 もう一点、別なんですが、２０ページにあります賦課徴収費ですか、これで

私がちょっと心配している点は、コロナの影響で恐らく町民税とかが払えない

とか、固定資産税が払えないとかという場合は、猶予期間が設けられていると

は思うんですけれども、本町に関してはどんなものなんですか、今回のコロナ

の影響がかなりあからさまに出てきて、こういうふうな猶予を設けてほしいと

かいう声とかは上がっているんでしょうか、ちょっとその確認を。 

 

議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  益田議員のご質問にお答えいたします。 

 各税において当然各猶予制度はあるんですけれども、今年度において減額な

り減免をする、国保税とかは今年度において減免をする、収入に応じてですね。

固定資産税においては、今年の収入を見て来年度を減免すると、その税で若干

やり方が違うんですけれども、今回のコロナに関して収入が減ったのでという

ことでのご相談は承っております。 

 当初は、猶予制度というと翌年度に２年分を払わなければなくなるので、で

きたら少しでも余力があれば分納という部分でお話はさせていただいていたん

ですけれども、その後で国のほうがずっと制度を整備して、国保の現年度の減

免とか、固定資産税の来年度の減免等の制度は後から後からずっと出てきたも

ので、そちらのほうをご紹介させていただいて、希望される方はそちらのほう

の制度を利用していただくということで、本町においても猶予される方は若干

ですけれども、おられるという状況でございます。 
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 以上です。 

 

議長  よろしいですか。ほかに。次、２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  主な施策の１１ページの声のボランティア団体そよ風さんの

ＩＣレコーダーを今後活用されてやるということなんですけれども、障害者の

方がどれぐらいいらっしゃって、どのような活動内容なのかお聞きしたいと思

います。 

 

議長  主要施策の……。 

 

野口裕子議員  １１ページです。広報活動の中の。 

 

議長  はい、失礼しました。 

 それでは、答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  お答えいたします。 

 すみません、どれぐらいの障害者の方にこの声を届けているかについては、

ちょっと手元に数字がございませんので、後ほど確認してお答えさせていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。続けて、２番、野口裕子議員。 
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野口裕子議員  すみません、それが、そよ風さんは議会だよりも読んである

ということを聞いたものですから、ぜひ感謝の言葉を伝えてほしいなと思いま

して、よろしくお願いします。じゃ、活動内容のほうも調べておいてください。

お願いいたします。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  主要な施策の２２ページの２款２目ですか、選挙啓発費なん

ですが、啓発の内容が例年変わらないような状況のようにお伺いいたします。

やっぱり主権者教育というのは大事ですので、もう少しこのあたりを、中学校

での講演なり、そういう活動を進めていくべきだと思いますので、そのあたり

をお聞きしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  野口議員のご質問にお答えいたします。 

 啓発費に関しましては、昨年度、選挙啓発ポスターの募集において、中学生

なり小学生から例年を上回るかなりの数の参加というか、出展があったという

部分で補正をお願いしたところでございます。 

 新たに、昨年に関しては、そのポスターでかなりの啓発の面では有効ではな

かったかと思いますけれども、ちょっと今年がコロナで明るい選挙推進活動自

体が停滞している部分はありますけれども、今後とも協議会の中で協議しなが

ら何か、当然コロナとも付き合いながらの行事を考えていかなければならない

と思いますので、そこの辺も含めて、協議会の中で協議、検討させていただき
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たいと思います。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 続いて、決算書７３ページ、３款民生費より４款衛生費まで、順次お願いを

いたします。田中福祉課長。 

 

福祉課長  ７３ページ、７４ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、予算現額１億１，４８

２万３，０００円、支出済額１億１，３７３万８，５００円、不用額１０８万

４，５００円となっております。不用額の主なものは人件費ということです。

主要な施策の成果では２４ページから２５ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明します。 

 人権同和問題啓発事業の執行額は１１５万５，１３４円です。 

 ７６ページをお願いします。 

 社会福祉総務費（福祉係）の執行額は３８万４，７５１円です。 

 次に、地域福祉支援体制の充実事業の執行額は、２，９５３万８，０２８円

です。内訳の主なものとして、備考欄、一番下の大木町社会福祉協議会補助金

２，４９３万８，０００円です。法人運営に係る人件費及び事務費等諸経費と

して補助しております。 
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 ７８ページをお願いします。 

 大木町民生委員児童委員協議会助成金２６２万６，０００円を支出しており

ます。 

 次に、鍼灸・あんま等助成事業の執行額は９６万３，９００円で、延べ１０

０人、９００回分です。 

 以上でございます。 

 

税務町民課長  ２目国民年金事業費です。予算現額９２３万３，０００円、

支出済額９１９万６９８円、不用額４万２，３０２円となっております。主要

な施策の成果は２６ページに記載しております。 

 国民年金事業費の執行額は合計で２６万５６５円です。内容の主なものとし

て、年金生活者支援給付金に係る年金システム改修委託料１９万２，５００円

などとなっております。 

 以上です。 

 

福祉課長  ３目高齢者福祉費、予算現額３，３４０万６，０００円、支出済

額３，２７５万９，０５３円、不用額６４万６，９４７円となっております。

主要な施策の成果では２６ページから２７ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明します。 

 備考欄の高齢者福祉費一般事務費の執行額は全部で１，５９０万５，２８２

円です。内訳の主なものとして、敬老祝い金２２１万５，０００円です。対象

者は２６５名で、昨年度より１３名増えております。老人保護措置費１，３３

５万５，９５５円は、養護老人ホームへの６名分の措置費です。 

 高齢者の社会参加と生きがいづくり事業の執行額は１，１５１万２，４６４
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円です。内訳の主なものとして、老人クラブの助成金２４７万６，８００円。 

 ８０ページをお願いします。 

 シルバー人材センター運営事業費負担金として８００万円です。 

 高齢者の在宅生活支援事業の執行額は５３４万１，３０７円です。内訳の主

なものとして、介護手当１６２万円は１８名分になります。介護用品（紙おむ

つ等）給付サービス事業２１７万３４７円は、在宅の高齢者に対し紙おむつ６

２人分を給付しております。 

 続きまして、５目障害者福祉費、予算現額３億２，８０９万３，０００円、

支出済額３億２，０９４万９，８２０円、不用額７１４万３，１８０円となっ

ております。不用額の主なものとして、２０節扶助費６０３万２，１６９円は、

自立支援給付費の執行残によるものなどです。主要な施策の成果では２７ペー

ジから２９ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明します。 

 障害者福祉一般事務費の執行額は７万８，２８１円です。 

 障害者地域生活支援事業の執行額は１，７７８万９，７８３円です。内訳の

主なものとして、備考欄２つ目の相談支援事業委託料１，０９２万２，０００

円、その３つ下の訪問入浴サービス事業１８３万８，６６０円です。 

 次のページをお願いします。 

 重度障害者等日常生活用具給付等事業２６５万８６５円です。 

 障害者自立支援事業の執行額は２億９，０８５万２，４５２円です。内訳の

主なものとして、この事業の下から２つ目の自立支援給付費２億８，６３５万

１，２８７円は、障害者や障害児の居宅及び施設利用等に対する給付費として

支出しております。 

 次に、障害者医療給付事業の執行額は１，２２２万９，３０４円です。３番
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目の更生医療給付費７９１万４００円は、人工透析費用など障害を除去したり

軽減するために必要な医療給付事業です。療養介護給付費２７４万３９３円は、

日常生活上の世話、その他必要な医療を要する障害者に対し、病院において行

われる機能訓練等の療養介護のうち医療に係る給付費です。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  ６目子供医療対策費、予算現額６，７４１万１，０００円、

支出済額６，５０１万４１０円、不用額２４０万５９０円となっております。 

 不用額の主なものとしまして、次のページをお願いいたします。 

 ２０節扶助費２１６万８，１０８円は、子供医療費助成金の執行残です。主

要な施策の成果は２９ページ、３０ページに記載しております。 

 事業の主な支出といたしましてご説明いたします。 

 前のページにお戻りください。 

 備考欄の下ほどの子供医療対策費の執行額は合計で６，５０１万４１０円で

す。内訳の主なものとして、備考欄一番下の子供医療費自己負担分に対する子

供医療費助成金６，２００万８，８９２円、備考欄下側２段目、レセプト審査

に係る審査支払手数料１９６万３，２２６円などとなっております。 

 次のページをお願いいたします。８３ページ、８４ページになります。 

 ７目重度障害者医療対策費、予算現額３，５７９万３，０００円、支出済額

３，５２２万１，２６０円、不用額５７万１，７４０円となっております。不

用額の主なものとして、２０節扶助費５５万４，６４６円は、障害者医療費助

成金の執行残です。主要な施策の成果は３０ページに記載しております。 

 事業の主な支出を説明いたします。 

 備考欄の重度障害者医療対策費の執行額は合計で３，５２２万１，２６０円
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です。内訳の主なものとして、障害者医療費自己負担分に対する障害者医療費

助成金３，４９０万９，３５０円などとなっております。 

 ８目ひとり親家庭等医療対策費、予算現額１，０６５万８，０００円、支出

済額１，０６１万３，６３４円、不用額４万４，３６６円となっております。

主要な施策の成果は３０ページに記載しております。 

 事業の主な支出を説明いたします。 

 備考欄のひとり親家庭等医療対策費の執行額は合計で１，０６１万３，６３

４円です。内訳の主なものとして、ひとり親家庭等医療費自己負担分に対する

ひとり親家庭等医療費助成金１，０３５万４，８６２円となっております。 

 ９目養育医療対策費、予算現額１８８万１，０００円、支出済額１４０万５，

５２１円、不用額４７万５，４７９円となっております。不用額の主なものと

して、２０節扶助費４７万４４０円は、未熟児養育医療費助成金の執行残です。

主要な施策の成果は３０ページに記載しております。 

 事業の主な支出をご説明いたします。 

 備考欄の養育医療対策費の執行額は合計で１４０万５，５２１円です。内訳

の主なものとして、右側備考欄の未熟児養育医療費自己負担分に対する未熟児

養育医療費助成金１２８万９，５６０円となっております。 

 以上でございます。 

 

健康課長兼福祉課長  １０目国民健康保険費、予算現額１億５７５万円、支

出済額１億４６７万９，９８８円、不用額１０７万１２円となっております。

不用額につきましては、出産育児一時金繰出金の予算残です。主要な施策の成

果の３０ページ、３１ページに、繰出金の項目の説明についても記載しており

ます。 
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 国民健康保険特別会計繰出金の内訳は、保険基盤安定繰出金７，５６２万１，

４６０円、出産育児一時金繰出金２７８万９，３３３円、財政安定化支援事業

繰出金８０５万９，０００円、その他一般会計繰出金１，８２１万１９５円で

ございます。 

 １１目健康福祉センター費、予算現額５，１９４万１，０００円、支出済額

５，０５２万２，７００円、不用額１４１万８，３００円。不用額の主なもの

として、１５節工事請負費９１万７，５００円で、町が実施した健康福祉セン

ター工事費の執行残でございます。主要な施策の成果の３１ページから３２ペ

ージに記載しております。 

 指定管理料３，９９９万６，０００円は、健康づくり公社に対する健康福祉

センター指定管理委託料でございます。指定管理委託料の執行状況につきまし

ては、本日お配りしておりますので、後ほどご覧ください。設計業務委託料１

５９万５，０００円は、健康・福祉棟空調更新工事設計業務委託料でございま

す。健康福祉センター工事費４０８万２，５００円は、主要な施策の成果に工

事名を記入しておりますとおり５件分でございます。 

 次のページをお願いします。 

 健康棟運動機器購入費４８４万９，２００円です。有酸素運動機器２台、筋

トレマシン２台でございます。 

 １２目介護保険費、予算現額２億６９３万１，０００円、支出済額１億９，

６８０万１，１２９円、明許繰越額７７３万円、不用額２３９万９，８７１円

となっております。明許繰越額７７３万円は、グループホーム和楽園の防災改

修等支援事業補助金として計上しておりましたが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、エレベーター改修工事が遅れたため繰り越したものです。 

 不用額の主なものとして、１３節委託料で、訪問型サービス、通所型サービ
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ス、生活支援サービス、一般介護予防事業の合計額が１４２万７９６円です。

当初見込みに対し、新型コロナウイルス感染症などの影響により、各サービス

利用者の減少などによるものです。主要な施策の成果では３３ページから３４

ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明します。 

 介護保険費の執行額は１億５，８２５万３５７円です。内訳の主なものとし

て、負担金の福岡県介護保険広域連合負担金として１億５，６０６万７，００

０円を支出しております。同じく負担金の介護保険料軽減負担金として１５７

万２，６７３円を支出しております。これは、２０１９年１０月の消費税増税

に伴い、低所得者に対する介護保険料の新たな軽減策として支出しております。 

 介護予防・日常生活支援総合事業の執行額は全部で１，７７０万５，８３５

円です。内訳の主なものとして、４番目の委託料、通所型サービス支援７１９

万５，２００円、生活支援サービス委託料―これは配食サービスでございま

す―３７４万４，１６０円、一般介護予防事業委託料として２９３万３，４

４４円を支出しております。いずれも要支援者等を対象とした事業です。 

 次に、包括的支援事業の執行額は２，０８４万４，９３７円です。内訳の主

なものとして、委託料のところの生活支援体制整備事業委託料１，１９０万円、

地域で高齢弱者を支えるため住民主体の生活支援サービスの体制整備を進めて

いくための費用です。 

 ８８ページをお願いします。 

 在宅医療介護連携事業委託料２０８万６，４６３円は、医師会等と連携しな

がら地域の医療・介護の関係機関の連携体制の構築を推進していくための費用

でございます。 

 １４目包括支援センター費でございます。予算現額２，６０１万８，０００
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円、支出済額２，４５６万３，３７７円、不用額１４５万４，６２３円となっ

ております。不用額の主なものといたしましては、人件費の執行残でございま

す。主要な施策の成果では３５ページ、３６ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明します。 

 地域包括支援センター運営費の執行額は全部で４５８万１２円です。内訳の

主なものとして、非常勤職員賃金で主任ケアマネジャー１名分でございます。 

 指定介護予防支援事業の執行額は全部で５６０万３，６３６円です。内訳の

主なものとして、非常勤職員賃金でケアマネジャー２名分の賃金でございます。 

 続きまして、８９ページ、９０ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療費、予算現額２億７８７万８，０００円、支出済額２億７８

７万６，１６５円、不用額につきましては１，８３５円となっております。主

要な施策の成果の３６ページに記載しております。内訳は、療養給付費負担金

として福岡県後期高齢者医療広域連合へ１億５，８４９万９，１５１円を支出

しております。特別会計事務費繰出金６６０万円、保険基盤安定化繰出金４，

２７７万７，０１４円となっております。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童福祉費、予算現額

６億７，３３６万８，０００円、支出済額６億５，１３６万２，５１９円でご

ざいます。不用額２，２００万５，４８１円となっております。不用額の主な

ものとして、次のページお願いいたします。１３節委託料１，０４２万２，９

８０円は、事業名称、保育所等運営費における保育所運営に係る運営委託料の

執行残です。１９節負担金補助及び交付金４８６万４，３１９円は、事業名称、

多様な保育事業における延長保育促進事業補助金の執行残です。 
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 ２０節扶助費２９６万４，７００円は、事業名称、保育所等運営費における

施設型給付費の執行残です。主要な施策の成果は３７ページから４３ページに

記載しております。 

 事業ごとに主な支出をご説明いたします。 

 前のページの８９ページ、９０ページの備考欄をお願いいたします。 

 次世代育成支援行動計画推進費の執行額は合計で２６万８，４１６円です。

内訳の主なものとして、次世代育成支援行動計画策定に当たっての報酬として、

こども未来会議委員報酬９万９，０００円などとなっております。 

 保育所等運営費の執行額は合計で５億６，７９５万８，８８２円でございま

す。内訳の主なものとして、保育園の運営費としての運営費委託料３億６，０

９５万２０円でございます。 

 次のページの備考欄をお願いいたします。 

 上から２段目の認定こども園の運営費として、施設型給付費１億９，６７７

万９，５５０円などとなっております。 

 幼児教育・保育の無償化事業の執行額は合計で８５０万２，１５５円です。

内訳の主なものとして、備考欄の制度改正に伴うシステム変更に伴ったシステ

ム改修委託料６１９万３，０００円などとなっております。 

 多様な保育事業の執行額は合計で１，２２７万８９０円です。内訳の主なも

のとして、延長保育促進事業補助金２２６万２００円、一時預かり事業補助金

４８８万２，１００円、障害児保育事業補助金２６６万４，０００円、それぞ

れ保育施設に対して補助したものとなっております。 

 保育士確保及び質の強化事業の執行額は合計で６６９万９，０９１円でござ

います。内訳の主なものとして、コロナウイルス感染症拡大感染防止対策とし

て、保育施設等に補助しました保育環境改善等事業補助金２００万円などとな
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っております。 

 次のページの備考欄をお願いいたします。 

 子育て応援事業の執行額は合計で９４万９，０００円でございます。内訳の

主なものとして、大木町シルバー人材センターに委託しています昔遊びの伝承

や子どもの居場所作りの事業の子育て支援人材バンク事業５５万円などとなっ

ております。 

 学童保育所運営事業の執行額は合計で４，３５１万円です。内訳の主なもの

として、指定管理している学童保育所管理運営委託料４，３００万円などとな

っております。 

 多子世帯応援事業の執行額は合計で１０万４，７３９円です。内訳の主なも

のとして、多子世帯の応援カード作成に要しました費用の印刷製本費４万９，

６８０円などの事務費となっております。 

 子育て支援拠点事業の執行額は合計で８７６万６，１７０円です。内訳の主

なものとして、子育て支援員として雇用しております非常勤職員賃金１８５万

７，６６６円、子育て支援センターで実施している相談事業、セミナー等の講

師及びボランティアの謝金として報償金１９９万６，２４６円、包括支援セン

ター開設準備として施設整備を行いました子育て支援センター防火扉整備工事

１２１万９，９００円などとなっております。 

 児童虐待防止対策事業の執行額は合計で２，１００万８，１８６円です。内

訳の主なものとして、家庭児童相談専門員として雇用している非常勤職員賃金

１９３万１，８５６円などとなっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 

議長  課長、次の目に入らっしゃるか。 
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こども未来課長  ３目。 

 

議長  説明の途中ですが、暫時休憩をいたしたいと思います。再開を１４時

３０分とさせていただきたいと思います。 

 

 

休憩    １２時０３分 

再開    １４時３０分 

 

 

議長  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 決算書９５ページ、９６ページの説明の途中でございましたが、午前中、議

員のほうから質問が出ておりました件につきまして、回答のほうが準備されて

おりますので、まず先にそちらの説明を求めたいと思います。荒巻建設水道課

長。 

 

建設水道課長  小畠議員の質問にお答えいたします。 

 公共施設長寿命化計画につきまして、閲覧可能でしょうかということにつき

ましてですけれども、閲覧は可能でございます。 

 以上でございます。 

 

議長  小畠議員、よろしいですか。１１番、小畠裕司議員。 
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小畠裕司議員  それは配付物としてもいただけるんでしょうか。 

 

議長  荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  配付物ということですけれども、それは議員さんまでという

ことでしょうか、町民向けということでしょうか。 

 

議長  １１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  私たちの審査の中で長寿命化診断に基づきというのは度々出

てきますので、その根拠として手元に持っておきたいなというところでした。

だから、個人的には、我々議会のほうは議員各手元に置いておきたいな。もし

くは事務局に置いておきたいなというのが願いであります。あとは、一般町民

に対しての、その公開をするのかしないのかということで、公開はするという

ことなんでしょうかというところです。 

 

議長  答弁を許します。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  それでは、議員様方に確認していただけるように準備をさせ

ていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  じゃ、よろしいですか。 

 では、引き続き野田企画課長、よろしくお願いいたします。 
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企画課長  野口裕子議員のご質問にお答えいたします。 

 声のボランティア団体、そよ風の取組ですけれども、視覚障害者への広報の

音訳等の活動ということで、現在６名から７名の視覚障害者の方に宅配してい

るということでございます。 

 以上です。 

 

議長  ２番、野口裕子議員、よろしいですか。どうぞ。 

 

野口裕子議員  先ほども申しましたけれども、議会だよりのほうも読んでい

ただいているということで、ぜひ感謝の言葉をお伝えしていただくように、再

度よろしくお願いいたします。 

 

議長  それでは、宿題は終わりましたので、９５ページ、９６ページに戻り

まして、３款２項３目児童福祉施設費より説明を願います。的場こども未来課

長。 

 

こども未来課長  それでは、３目児童福祉施設費についてからの説明をいた

します。 

 予算現額１億１，７５８万５，０００円、支出済額１億１，５１５万７，５

００円、不用額２４２万７，５００円となっております。不用額の主なものと

して、７節賃金１２２万６，６７９円は、事業名称、大溝保育園保育運営事業

における非常勤職員賃金の執行残でございます。主要な施策の成果は４４ペー

ジに記載しております。 
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 事業ごとに主な支出をご説明いたします。備考欄をお願いいたします。 

 備考欄中ほどの児童福祉施設費の執行額は、合計で８９万６，４００円です。

内訳として、大溝保育園における空調設備工事８９万６，４００円となってお

ります。大溝保育園保育運営事業の執行額は合計で３，２６８万４，０６２円

です。内訳の主なものとして、備考欄下から３段目、給食食材の賄い材料費９

２３万１，９１８円、３段目上の保育教材購入として保育材料費など１７２万

４５２円などとなっております。 

 次のページ、９７ページ、９８ページをお願いいたします。 

 備考欄中ほどの大溝保育園施設管理費の執行額は、合計で２９０万９８４円

です。内訳の主なものとして、備考欄の光熱水費１５９万９，８２０円、修繕

料６１万１１７円などの施設管理費となっております。 

 大溝保育園休日保育の執行額は、合計で４１万３，９７０円です。内容とし

ましては、保育士の臨時雇い賃金となっております。 

 ４目児童措置費、予算現額２億７，４４０万円、支出済額２億７，４３７万

５，１３０円、不用額２万４，８７０円となっております。主要な施策の成果

は４４ページから４５ページに記載しております。 

 事業の主な支出を説明いたします。備考欄をお願いいたします。 

 児童手当事業の執行額は、合計で２億７，４３７万５，１３０円です。内訳

の主なものとして児童手当２億７，４２０万などとなっております。 

 以上でございます。 

 

福祉課長  ３項災害救助費、１目災害救助費、予算現額１０万３，０００円、

支出済額２，６９０円、不用額１０万３１０円となっております。 

 この目は災害等が発生した場合等における費用で、職員の旅費２，６９０円
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を支出しております。 

 以上でございます。 

 

議長  ４款まで続けていいですよ。 

 

健康課長  失礼しました。 

 ４款遠征費、１項保険衛生費、１目保健衛生総務費でございます。予算現額

６，７３２万５，０００円、支出済額６，７２０万６，８１７円、不用額１１

万８，１８３円となっております。主要な施策の成果は４５ページに記載して

おります。備考欄、事業名の保健衛生総務費の執行額は４２６万２，５５５円

です。内訳の主なものとして１０２ページをお願いします。 

 病院群輪番制事業負担金として２６４万２，１４６円を支出しております。 

 続きまして、２目予防費、予算現額３，６９４万５，０００円、支出済額３，

３９３万８，２９３円、不用額３００万６，７０７円となっております。不用

額の主なものとして、１３節委託料で２７５万４，１３３円です。見込みより

実績が少なかったためでございます。主要な施策の成果の４５ページ、４６ペ

ージに記載しております。 

 予防接種事業の内訳の主なものといたしましては、予防接種業務委託料３，

２８３万２，６６７円の支出で、各種予防接種委託料でございます。 

 ３目健康増進事業、予算現額１，９６０万３，０００円、支出済額１，７９

７万３，２７９円、不用額１６２万９，７２１円となっております。不用額の

主なものとして、１３節委託料９３万１，０６８円は、がん検診及び結核検診

業務委託料などの実績が少なかったためでございます。 

 ４目母子保健事業、予算現額１，５６２万６，０００円、支出済額１，４４
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２万２，２６８円、不用額１２０万３，７３２円でございます。不用額のうち、

主なものといたしましては、１９節負担金補助及び交付金４３万５，７８６円

でございます。こちらにつきましては、妊婦健診における里帰り分や不妊治療

の実績が少なかったためでございます。母子保健事業の主な支出の内容につき

ましては、報償費のところで乳幼児健診謝金２２６万８，６００円、委託料、

妊婦検診委託料９４５万３，５２０円、こちらは妊婦健診を委託している分の

委託料でございます。 

 次の１０４ページをお願いします。 

 備品購入費、視力検査機器購入費１０６万９，２００円。こちらにつきまし

ては、スポットビジョンスクリーナーという乳幼児健診で使う視力検査機器で、

乳幼児の早期の視力の異常を発見するものでございます。 

 続きまして、５目介護予防・日常生活総合事業、予算現額４３８万円、支出

済額３６７万２，７８０円、不用額７０万７，２２０円となっております。不

用額の主なものとして、１１節需要費３３万６，５７４円は、出前講座の血圧

計購入費の入札残及び執行残でございます。主要な施策の成果の４９ページに

記載しております。 

 内容といたしましては、大喜楽サロンの委託料として２２４万５，８３４円、

その下の大喜楽サロン巡回バス委託料として５５万７，５２０円となっており

ます。アクアス大喜楽サロンの参加者は、延べ１，９５２人が利用し、前年度

より２３８人増となっております。 

 続きまして、４目やすらぎ苑管理費、予算現額１，００８万８，０００円、

支出済額９５７万５，９２３円、不用額５１万２，０７７円となっております。

不用額の主なものとして、１１節需用費４２万８，３６４円は、光熱費などの

電気料、水道料執行残でございます。主要な施策の成果の４９ページに記載し
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ております。 

 この事業のやすらぎ苑管理費の主なものとして、光熱費１３９万６，００９

円、修繕費２９２万３，１８６円、修繕費につきましては、排気ファン及び燃

焼ブロワーオーバーホールが２３７万６，０００円、その他合計５件の修繕費

となっております。 

 火葬業務委託料３２７万円でございます。 

 以上でございます。 

 

環境課長  ７目環境衛生費、予算現額４１４万３，０００円、支出済額３６

１万５，１１４円、不用額５２万７，８８６円となっております。主要な施策

の成果は４９ページから５３ページに記載しております。 

 事業名称、環境保全対策事業の執行額は、合計で３６１万５，１１４円です。

内訳の主なものとして、次のページをお願いします。 

 クリークや河川及び井戸水の水質検査委託料８９万５，６４０円のほか、野

焼き防止とポイ捨て対策として実施している環境保全パトロール業務委託料３

５万２０円、猫が無計画に繁殖することを未然に防ぐための措置に対する助成

金として１８万８，０００円をそれぞれ支出しております。 

 続きまして、８目地球温暖化対策事業費、予算現額２１４万１，０００円、

支出済額１９３万３，６４７円、不用額２０万７，３５３円となっております。

不用額の主なものとして、８節報償費７万７，０００円及び９節旅費１１万９

９０円は、気候非常事態宣言に係る講演会の開催を予定しておりましたが、新

型コロナウイルス感染拡大により中止したことにより未執行となったものです。

主要な施策の成果は５３ページに記載しております。 

 事業名称、地球温暖化対策事業の執行額は、合計で１９３万３，６４７円で
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す。内訳の主なものとして、地球温暖化防止対策支援補助金１８１万円を支出

しております。太陽光発電設備８件、定置用蓄電システム設備１６件に対して

補助金を交付しております。 

 ９目合併処理浄化槽推進事業費、予算現額５，４６３万２，０００円、支出

済額５，２３０万８，４００円、不用額２３２万３，６００円となっておりま

す。不用額の主なものとして、１９節負担金補助及び交付金２３２万３，６０

０円は、合併処理浄化槽の設置申請３件について、工期の延長により年度内の

完了が見込めなくなったことなどによるものです。主要な施策の成果は５３ペ

ージ、５４ページに記載しております。 

 浄化槽設置推進事業の執行額は、合計で５，２３０万８，４００円です。内

訳の主なものとして、合併処理浄化槽維持管理協会への助成金として１，６１

６万４００円のほか、合併処理浄化槽設置補助金として７９基分、３，６１１

万８，０００円をそれぞれ支出しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 続きまして、２項清掃費、１目塵芥処理費、予算現額１億６６４万１，００

０円、支出済額１億６１３万４，９２２円、不用額５０万６，０７８円となっ

ております。主要な施策の成果は５４、５５ページに記載しております。 

 事業名称、塵芥処理費の執行額は、合計で１億６１３万４，９２２円です。

内訳の主なものとして指定ごみ袋の印刷製本費２１０万８，３７０円のほか、

塵芥収集処理業務委託料７，９７０万６，７４６円。この委託料のうち、大川

市への塵芥焼却処理委託料が４，４７４万８，０００円となっております。ま

た、八女整備広域事務組合に対する負担金として２，３３９万５，０００円を

支出しております。 

 続きまして、２目もったいない宣言推進事業費、予算現額１億１，２３３万
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９，０００円、支出済額１億１，００９万４，６５８円、不用額２２４万４，

３４２円となっております。主要な施策の成果５５ページから６５ページに記

載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 もったいない宣言推進事業費の執行額は、合計で１，８０２万１，６６８円

です。内訳の主なものとして、ＰＴＡ等の団体や地域で古紙・古布を収集され

た場合に支給するリサイクル事業報償金として１２８万４５０円を支出したほ

か、プラスチックや紙おむつ、草木類などの資源ごみ収集処理業務委託料１，

３０５万７，６９３円。 

 次のページをお願いいたします。 

 各地区にごみ処理推進員を配置し、地区住民等による減量化等の取組に対し

て交付するごみ減量化対策交付金１７５万４，１００円をそれぞれ支出してお

ります。 

 次に、環境プラザ・バイオマスセンター運営事業費の執行額は、合計で９，

２０７万２，９９０円です。内訳の主なものとして、バイオマスセンター指定

管理料７，８６９万６，０００円、環境プラザ指定管理料１，３２３万２，０

００円をそれぞれ支出しております。大木循環センターと環境プラザの決算内

訳につきましては、本日別紙でお配りしておりますので、ご参照をお願いいた

します。 

 以上です。 

 

会計課長  ３項上水道費、１目上水道施設費、予算現額５，３４１万４，０

００円、支出済額５，３４１万４，０００円で、不用額ゼロとなっております。

主要な施策の成果は６５ページに記載しております。 
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 １９節負担金補助及び交付金で同額の支出です。内容については、町水道事

業が実施している配水管の耐震化事業に対し出資するものとして４，０００万

円、県南広域水道企業団が実施する第２期拡張事業への出資金８１０万円及び

水源開発繰出金５３１万４，０００円となっております。 

 以上です。 

 

議長  ここで３款民生費より４款衛生費までについて質疑を行います。どな

たか質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  予算書の１０８ページ、もったいない宣言推進事業費の中で、

報償費の不用額が３３万９，５１３円ですか。今、この資源ごみの頭打ちとい

うか、今そういう時期にあるんですが、この報償費が結局こんなに残さんでも、

いわゆるコンテストとかそういうのに大いにＰＲしていただいて、もっと次年

度からこういうことのないように大いにアピールしていただきたいというふう

に思います。よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。野田環境課長。 

 

環境課長  お答えいたします。 

 今回のこの分の予算につきましては、ＰＴＡとかそういったところが集団回

収でリサイクルする分に対して報償金を出している分でございます。それで、

これについては古紙１キロ４円、古布がキロ６円、瓶が２円という形で当初か

ら単価を決めておりまして、その単価に基づいて実績に応じて報奨金をお支払

いする形になっております。したがって、今回その実績に基づいて支出した結
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果、不用額が出たということでございます。 

 ご指摘につきましては、やはり町民の皆さん方のそういった循環なり、リサ

イクルの意識、高揚するためにも、なるべくそういった動機づけが高まるよう

なことについて検討していきたいと思います。 

 以上です。 

 

議長  じゃ、次、５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  ９４ページの児童虐待防止対策事業のことで２点お尋ねした

いんですけれども、大木町でも要保護児童数というのが増えているのかどうか

が、まず１点お尋ねしたいのと、この採用される職員の方、この専門職という

資格はどういう方を採用されているのかお尋ねします。 

 

議長  答弁を許します。的場こども未来課長。 

 

こども未来課長  古賀靖子議員のご質問に対してお答えします。 

 児童虐待防止対策事業につきましては、今専門の職員が配置されたりとか、

関係機関の調査も充実したこともあって、年々把握が進んでおりまして、その

結果として虐待児童のところの数字については増えている傾向がございます。 

 また、資格の部分につきましては、県のほうが実施します研修会、資格の部

分があるんですけれども、そういった部分の受講をいたしまして、資格を取得

しているところです。 

 以上でございます。 
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議長  よろしいですか。ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  それでは、これを持って質疑を終結いたします。 

 続いて、１０９ページ、６款農林水産業費より９款消防費まで順次説明を願

います。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、予算現

額７４９万１，０００円、支出済額７２９万９，９６０円、不用額１９万１，

０４０円となっております。この目は農業委員会の運営事務に要する経費で、

農地利用の最適化の推進を重点に取り組んでおります。主要な施策の成果は６

６ページから６７の１に記載しております。 

 事業名、農業委員会費の主な支出を説明いたします。 

 農業委員の報酬として４３９万４，４６４円、賃金１５５万９４０円は臨時

職員１名分の賃金、旅費の費用弁償３８万７，６３０円は農業委員の研修旅費

として支出、それとシステム改修委託料３１万９，０００円は農地情報公開シ

ステムに対応するための費用などとなっております。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 ３目農業振興費、この目では、米、麦、大豆など土地利用型農業振興及び担

い手支援に係る予算を執行しております。予算現額９，５３０万２，０００円、

支出済額８，６７８万２，９２８円、不用額８５１万９，０７２円となってお

ります。不用額の主なものとして、１９節負担金補助及び交付金８２２万７，

７２１円、事業名、農業担い手支援事業における農業次世代人材投資資金、こ
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れは新規就農者の交付金でございますが、それが３９４万３，６１６円の執行

残となりました。 

 この理由といたしましては、まずは交付するための算定におきまして、前年

の取得により変動交付がされること。それと、その年の就農状況の報告などに

よりまして補充されたことなどがございます。このほか、大木町農業振興総合

支援事業といたしまして１０１万７，３００円、これは当初の見込みより少な

く申請があったことなどの執行残、それとそのほかの補助事業に係る入札残に

よるものでございます。主要な施策の成果は６８ページから７０ページに記載

しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 １１２ページ、土地利用型農業振興事業の執行額は、合計で４，２８７万７，

３５５円です。内訳の主なものといたしまして、備考欄委託料、有害鳥獣駆除

対策事業委託料３６万４，９１６円、負担金、水田農業推進協議会補助金、こ

れは経営取得安定対策を推進するための事務費でございます。３６５万８，０

００円でございます。それと、一番下になりますけれども、多面的機能支払交

付金事業２，６４６万１，７７６円。 

 １１４ページの備考欄上段の負担金でございます。水田農業転作作物振興事

業補助金、これにつきましては、大豆、菜種の転作振興などの事業費でござい

ますが、１１７万円。２つ下の水田農業担い手機械導入事業補助金、これにつ

きましては、高性能機械といたしまして、コンバインの導入を行っております。

５０５万円。それとスマート農業推進事業費、これにつきましては、自動直進

型の田植機の導入ということの補助事業でございます。１８５万円。償還金、

多面的機能支払交付金過年度返還金１６３万５，７６１円などとなっておりま

す。 
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 農業担い手支援事業の執行額は、合計で３，９６３万５７３円です。内訳の

主なものとして負担金、農業次世代人材投資資金、これは新規就農者３１名分

でございます。３，７６３万６，３８４円などとなっております。 

 昨年度から繰越料として担い手確保・経営強化支援事業補助金、これはトラ

クターにレーザーレベラー１台を導入したものでございますが、その執行額は

４２７万５，０００円ということになってございます。 

 続きまして、４目畜産費でございます。 

 この科目では、家畜の法定伝染病等の発生時及び発生予防の予算ということ

で予算の計上をしておるところでございます。予算現額３９万４，０００円、

支出済額７万円、不用額３２万４，０００円となっております。不用額の主な

ものは、県の事業であります優良家畜導入支援事業を要望をしておりましたが、

県の要項におきまして事業採択が下りず、執行残となったものでございます。 

 主な支出は、事業名、畜産対策事業の執行額として負担金７万円、これは福

岡県畜産会への支出となってございます。主要な施策の成果は７１ページに記

載しております。 

 以上でございます。 

 

建設水道課長  ５目農地費、予算現額６７２万２，０００円、支出済額６３

７万３，８５７円、不用額３４万８，１４３円となっております。主要な施策

の成果は７１ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 農地費の執行額は、合計で１５４万５，０３５円です。内訳の主なものとし

て、筑後川土地改良区ほか関係団体への負担金１３７万４，７７９円などとな

っております。 
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 農村環境整備事業の執行額は、合計で４８２万８，８２２円です。内訳の主

なものとして、県４割補助であります農村環境整備事業における水路整備工事

費４２５万７，０００円などとなっております。 

 ６目地籍調査費、予算現額１，０６７万３，０００円、支出済額９９２万４，

６３４円、不用額７４万８，３６６円となっております。主要な施策の成果は

７１ページに記載しております。内訳の主なものとして、官民境界等の測量業

務等の委託料８０５万４，５９０円となっております。なお、繰越額、１５節

１９８万３，０００円は、水路工事等の入札不調によるものです。 

 

産業振興課長  ７目土地改良費、予算現額９，５５２万３，０００円、支出

済額９，５２８万５，１０９円、不用額は２３万７，８９１円となっておりま

す。この目は、筑後川下流域に国、県、町で整備しました農業用排水施設の維

持管理や土地改良事業費の償還事務等の負担金等を支出しております。主要な

施策の成果は７２ページに記載しております。内訳の主なものとしまして、負

担金、大木町土地改良区元利償還金補助金７，３１６万５，８６４円及び大木

町土地改良区事務費補助金３６１万６，０００円。 

 １１８ページの備考欄、農業水利施設保全対策事業負担金２４０万円、基幹

水利施設管理事業負担金７２９万８，０００円などとなっております。 

 続きまして、８目農業振興地域整備費、予算現額は３５２万３，０００円、

支出済額３４５万５，２２０円でございます。不用額は６万７，７８０円とな

っております。 

 事業名、農業振興地域整備事業といたしまして施行させていただいておりま

すけれども、主な支出といたしましては、農業振興地域整備促進協議会の運営

事務費、それと農業振興地域整備計画案の策定を現在進めておりまして、それ
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に係る策定委託料３３７万６，３００円などとなってございます。主要な施策

の成果は７３ページに記載しております。 

 以上でございます。 

 

建設水道課長  ９目クリーク管理保全対策費、予算現額４，８４４万円、支

出済額４，３６５万９，２５８円、不用額２７９万７，７４２円となっており

ます。不用額の主なものとして、１３節委託料１０３万９，２２２円は、水路

泥土上げ等の作業委託において実績が見込みを下回ったことによる執行残です。

主要な施策の成果は７３ページから７４ページに記載しております。内訳の主

なものとして、農村振興基本計画策定に係る委託料２６１万８，０００円、水

路泥土揚げ等の作業委託料２５９万１，４７２円、水路等整備工事費２６６万

６，１６０円、地域活動に対する水路補修等の原材料支給費６１３万９，２４

２円、大型草刈り機等の購入５４５万３，０６４円、花宗太田土木組合への負

担金２，０６５万１，０００円などとなっております。 

 先ほど、６目のところで繰越額の説明をいたしましたが、申し訳ございませ

ん、９目のここで説明する内容でございました。繰越額、１５節１９８万３，

０００円は水路工事等の入札不調によるものです。失礼いたしました。 

 次に、１１９ページ、１２０ページをお願いします。 

 １０目農地整備費、予算現額２万円、支出済額２万円、筑後地区農業土木推

進協議会への負担金となっております。 

 

産業振興課長  １３目施設園芸型農業振興事業費、予算現額１億６，９０８

万３，０００円、支出済額６，８２４万３１４円、不用額７，９７０万７，６

８６円となっております。不用額の主なものとして、県事業であります活力あ
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る高収益型園芸産地育成事業補助金、事業計画におきましては、グリーンアス

パラガスの雨よけハウス、５戸の農家で１ヘクタールの雨よけハウスの建設を

予定しておりまして、補助金の要望額としては５，９５０万円の要望を行って

おりました。県との協議の結果、国庫事業ということで取り扱いたいというこ

とでございまして、県の産地パワーアップ事業という国庫事業に乗り換えたこ

とから不用額が発生したものでございます。 

 産地パワーアップ事業は、ＪＡ福岡を期間内で実施することとなりましたの

で、代表自治体といたしまして大川市が中間補助事業体となりまして、大川市

において国庫支出分の予算が計上され、グリーンアスパラガスの振興のための

事業が実施されたため、執行残となったものでございます。主要な施策の成果

につきましては７４ページから７６ページに記載しております。内訳の主なも

のといたしまして、負担金、特産農産物産地確実対策事業補助金１９５万９，

０００円、活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金５，７９９万７，０００

円のほか、昨年発生いたしました大雨・台風被害等に対する支援事業といたし

まして被災園芸産地改植等支援事業費から被災農業者支援型事業費補助金、こ

れらは国及び県事業と合わせまして７８４万８，０００円などとなっておりま

す。 

 なお、繰越明許費で２，１１３万５，０００円を計上しておりますけれども、

これにつきましては、先ほど言いました被災関係の事業費が繰越しされたもの

でございます。 

 １４目おしゃれなまちづくり事業、予算現額２，２８８万１，０００円、支

出済額２，２３２万１８円、不用額５６万９８２円となっております。不用額

の主なものといたしまして、需用費２２万７，２８８円及び１９節負担金補助

及び交付金２５万５，３８９円などの執行残でございます。主要な施策の成果
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につきましては７６ページから７７ページに記載しております。 

 おしゃれなまちづくり事業は、資源循環型農業や地域農産物の地産地消等を

推進していくための費目として２，２３２万１８円支出しております。内訳の

主なものといたしまして、委託料、道の駅及び地域創業・交流支援センター指

定管理料１，５８２万２，０００円、農産物加工販売施設管理料５０万円など

となっております。 

 なお、道の駅及び地域創業・交流支援センターの指定管理料並びに農産物加

工販売施設管理料につきましては、本日お手元にＡ４判の横書きの明細書を配

付しておりますので、後ほどご覧いただきたいというふうに思っております。 

 続きまして１２２ページでございます。 

 使用料、道の駅周辺整備事業用地借上料といたしまして１５６万４，１９７

円、地産地消推進補助金２７５万６，３５０円は、資源循環型の農産物、「環

のめぐみ」、「環のかおり」の地域内消費の喚起と多子世帯応援事業として執

行したものでございます。 

 続きまして、７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、予算現額２万４，

０００円、支出済額１万２，４２０円。これは職員の旅費の執行額でございま

す。 

 ２目商工振興費、予算現額１億２，３９２万９，０００円、支出済額１億１，

２３０万６０８円、不用額１７３万１，３９２円となっております。不用額の

主なものといたしまして、１９節負担金補助及び交付金、住宅改修事業補助金

が１００万円、経営発展支援推進事業補助金３８万５，９２０円、これは商工

会主催の経営セミナーという参加が見込みよりも少なかったことなどが理由と

してありまして、執行残となってございます。主要な施策の成果は７７ページ

の下段から７９ページに記載しております。 
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 事業名、商工振興事業は、商工観光の振興を図るための事務費用で、昨年１

０月の消費税の引上げに伴う低所得者及び子育て世帯への負担軽減策が国庫事

業といたしましてプレミアム付商品券事業として実施がされました。内訳の主

なものといたしまして、賃金１２６万８，６７５円、これも先ほどの国庫事業

に係るものでございます。 

 委託料のシステム開発委託料１４３万円。これも国庫事業でございます。そ

れと、商品券製造供給開始及び換金業務に係る委託料１７０万９，１４２円、

これも国庫事業でございます。 

 このほか負担金、町商工会助成金７５０万円、１２４ページ、備考欄中段部

分でございますが、イベント開催助成金ということで、掘んぴっく及びＪＡ農

業まつりへの助成金といたしまして１５０万円、それと住宅改修補助金が２０

０万円、地域振興事業補助金、これは従来から実施しております商工会が実施

されております地域振興券の発行の支援の部分でございます２９９万５，１１

８円、利子補給補助金といたしまして１９７万３，４４１円、国庫事業でござ

いますプレミアムつき商品券交付金１，４１９万７，０００円、それと貸付金、

中小企業融資の預託金といたしまして金融機関のほうに預託をさせていただい

たものでございます７，５００万円などとなっております。 

 ３目の消費者行政費、予算現額３９万５，０００円、支出済額２９万５，３

７４円、不用額は９万９，６２６円となっております。主要な施策の成果は７

９ページの下段から８０ページに記載しております。消費者労働行政推進事業

は、悪質な商取引や詐欺などからの消費者保護に係る事務経費となってござい

ます。内訳の主なものといたしまして、負担金といたしまして久留米広域消費

生活センター負担金２８万９，０００円などとなっております。なお、この広

域の消費生活センターは、久留米市、うきは市、大刀洗町、広川町及び大木町
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で構成をさせていただいております。 

 ４目地方創生費、予算現額６，３１８万３，０００円、支出済額６，０３５

万６，２３１円、不用額２８２万６，７６９円となっております。不用額の主

なものといたしまして、１３節委託料９７万１９１円は、事業名、地方創生費、

大木町地域ポイント運営委託料の７５万４，２７３円の執行残などでございま

す。 

 また、１９節負担金補助及び交付金１６７万１，６３７円は、事業名、移

住・定住推進事業における地域おこし協力隊隊員に対する活動助成金の執行残

でございます。主要な施策の成果は８０ページから８２ページに記載しており

ます。 

 事業ごとの主な支出をご説明いたします。 

 事業名、地方創生費の執行額は合計で４，３５１万５，４１０円です。内訳

の主なものといたしまして、委託料、大木町地域創業・交流センター事業推進

委託料２，２７４万８，０００円、大木町地域ポイント運営委託料１４４万３，

７２７円及び同運営に係る保守管理料１１５万８，００４円、ＷＡＫＫＡ内に

簡易宿泊施設工事を行っております１，６５７万２，０００円などとなってご

ざいます。 

 続きまして、事業名、移住・定住推進事業の執行額は合計で１，６５７万５，

７４３円です。内訳の主なものといたしまして１２６ページをお願いいたしま

す。報酬、地域おこし隊員への報酬９９４万５，０００円、負担金、地域おこ

し隊の活動助成金６６２万５，３６３円などとなっております。 

 事業名、出会い応援事業の執行額は合計で２６万５，０７８円、これは出会

いサポートセンターの運営委託料でございます。 

 以上でございます。 
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建設水道課長  ８款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、予算現

額６，１２８万３，０００円、支出済額５，９４９万７，５０１円、不用額１

７８万５，４９９円となっております。道路橋梁総務費の執行額は、合計で８

５万５，１７０円です。内訳の主なものとして柳川土木協会ほか、関係団体へ

の負担金３２万２，０００円などとなっております。 

 続きまして、２目道路維持費、予算現額３，４４２万８，０００円、支出済

額２，９２４万６，５４９円、不用額１０２万６，４５１円となっております。

主要な施策の成果は８２ページから８３ページに記載しております。 

 １２７、１２８ページをお願いします。 

 内訳の主なものとして、道路維持の直営体制の補助として、シルバー人材セ

ンターや機械作業の委託料２９９万７，３６５円、道路台帳の補正業務委託料

３９９万７，４００円、舗装・補修等の工事費１，５９４万４，４８０円、原

材料費２２５万６，４５２円などとなっております。繰越額の１５節４１５万

５，０００円は、道路補修工事の入札不調によるものです。 

 続きまして、３目道路新設改良費、予算現額９，８９６万７，０００円、支

出済額７，０００万９，４５４円、不用額２５３万７，５４６円となっており

ます。不用額の主なものとして、１５節工事請負費１１０万１，６２０円は、

契約額が見込みを下回ったこと、１７節公有財産購入費１０８万７４３円は、

実績が見込みを下回ったことによる執行残です。主要な施策の成果は８３ペー

ジから８４ページに記載しております。 

 事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 道路新設改良費の執行額は合計で２，１０４万４４９円です。内訳の主なも

のとして、防護柵等の交通安全施設工事費４４８万１，５４０円、道路改良事
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業に伴う用地購入費２７２万６，５５０円、建物等移転補償費９７８万３，９

０６円などとなっております。 

 自転車歩行者道整備事業の執行額は合計で１，２１１万２，１６５円です。

内訳の主なものとして、国５５％の補助である社会資本整備総合交付金事業、

町道１０号線自転車歩行者道整備事業の工事費４７８万円、用地購入費１７１

万２，７０７円、建物等移転補償費４６４万９７８円などとなっております。 

 前年度からの繰越事業である自転車歩行者道整備事業の執行額は合計で３，

６８５万６，８４０円です。内訳は、工事費で同額となっており、契約が見込

みを下回ったことによる執行残として不用額１０８万３，１６０円が生じてい

ます。 

 なお、繰越額、１５節２，６４２万円は、物件移転等の完了の遅れ、それか

らＮＴＴ等の関係機関の調整による３事業によるものです。 

 続きまして、１２９、１３０ページをお願いします。 

 ４目橋梁長寿命化点検修繕事業費、予算現額１，７００万３，０００円、支

出済額１，５２７万２，８３０円、不用額１７３万１７０円となっております。

不用額の主なものとして、１３節委託料１０６万２，７００円は、契約額が見

込みを下回ったことによる執行残です。主要な施策の成果は８４ページに記載

しております。内訳の主なものとして、老朽化した橋梁の架け替えに伴う詳細

設計委託料４６１万７，８００円、定期点検委託料６３１万９，５００円、老

朽化した橋梁の補修工事費４３３万２，９００円などとなっております。 

 続きまして、２項河川費、１目河川総務費、予算現額５０万４，０００円、

支出済額４９万８，６３０円、不用額５，３７０円となっております。内訳の

主なものとして、福岡県河川協会ほか、関係団体への負担金４９万２，９００

円などとなっております。 
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 ３項都市計画費、１目公園費、予算現額１，２８６万６，０００円、支出済

額９９９万９，２９１円、不用額２８６万６，７０９円となっております。不

用額の主なものとして、１３節委託料９９万７，１２８円は、公園維持管理委

託料の実績が見込みを下回ったもの。１５節工事請負費９６万６，９４０円は、

契約額が見込みを下回ったことによる執行残です。主要な施策の成果は８４ペ

ージから８５ページに記載しております。内訳の主なものとして、公園施設の

維持管理業務の委託料３６６万２，７４２円、老朽化した木橋の改修ほか工事

費１１７万１，０６０円、原材料費２１９万３，７３６円などとなっておりま

す。 

 １３１、１３２ページをお願いします。 

 ４項住宅費、２目空き家対策費、予算現額２１８万８，０００円、支出済額

１５６万３，９３７円、不用額６２万４，０６３円となっております。主要な

施策の成果は８５ページに記載しております。内訳の主なものとして、老朽空

き家の解体補助費１５０万円などとなっております。 

 以上でございます。 

 

総務課長  ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、予算現額１億４，９

５８万７，０００円、支出済額１億４，９０４万５，８４７円、不用額５４万

１，１５３円となっています。主要な施策の成果は８５ページに記載しており

ます。支出の内容は、３市２町で構成する久留米広域消防本部への負担金とし

て１億４，９０４万５，８４７円の支出でございます。 

 ２目非常備消防費、予算現額３，５２２万４，０００円、支出済額３，３９

７万１，２６３円、不用額１２５万２，７３７円となっています。不用額の主

なものとして、９節旅費の消防団員の警戒出動等が少なかったことによるもの
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です。主要な施策の成果は８５、８６ページに記載しております。主な支出は、

消防団員の報酬８２６万９，２０１円のほか、退職消防団員１２人分の退職報

償金３４０万３，０００円、消防団員の訓練、警戒出動及び研修等の費用弁償

として３９８万１，０００円を、１３４ページをお願いします、老朽化に伴う

消防車両購入費として７３７万１，０３０円のほか、消防団員の退職報償に係

る消防団員公務災害補償等共済基金負担金として３２２万５，６００円などの

支出でございます。 

 ３目消防施設費、予算現額５４４万４，０００円、支出済額４９６万７，０

５２円、不用額４７万６，９４８円となっています。主要な施策の成果は８６

ページに記載しております。主な支出は、町内５か所を１１月から３か所へ変

更した消防指令専用回線料２３４万５，４９４円のほか、上水道配水管路耐震

化工事の施工に伴い消火栓５か所を新設した工事に要した費用を大木町水道事

業会計に負担金として支出した１５０万円などとなっております。 

 ４目水防費、予算現額１６７万９，０００円、支出済額１１８万５，００３

円、不用額４９万３，９９７円となっております。主要な施策の成果は８６ペ

ージから８７ページに記載しております。主な支出としては、防災情報や洪水、

高潮での想定される最大の浸水深さを示したハザードマップの作成に係る業務

委託料８０万３，０００円の支出でございます。 

 以上でございます。 

 

議長  ここで、６款農林水産業費より９款消防費までについて質疑を行いま

す。質疑ございませんか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  まず、２点ございます。 
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 １点目は、主要な施策の成果です。６７ページにございます農地パトロール

ですか。農地パトロールで、この下に耕作放棄地把握面積とございます。約１，

９００平米、耕作放棄地として書かれてあるんですけれども、これはあれなん

ですか、どういった規定といいますか、何が耕作放棄地なのか。地目が農地で

放棄状態になっているのか。現況が放棄されているような状態になっている宅

地なのかとか、そういったこれの詳細な説明をお願いします。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ７番、益田議員の質問にお答えいたします。 

 ここで言う耕作放棄地でございますけれども、これはもう農地でございます。

農地の中で原則土地改良事業地区、青地を中心として調査をいただいていると

ころでございます。また、農地の中にも転用違反までは言いませんけれども、

転用がちょっと届出がなくて行われている箇所も幾つかあるかというふうに存

じますが、そういうところはちょっと外したところで、実際農地として耕作が

できるところについて、農業委員さんのパトロールについては、そちらを重点

として見ていただいているものということで、令和元年度のパトロールにおき

ましては１，９１８平米ということで調査が上がっているというところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  ということは、白地はないということですか。青地のみ。ま
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あまあそうだったとして、普通に考えて、私の知っている限り、青地で別に全

町限らず、木佐木校区だけでも普通に青地で見て２，０００平米というと、約

６００坪、２反ぐらいですか。１か所で２反ぐらい既にもう放棄されているよ

うな土地、私が見る限り、知っている限りであるんで、実際はこれ以上あるん

じゃないのかなと思ったりするんですけれども、正確な数字なのかどうかとい

うのをもう一度よければ。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ７番、益田議員の質問にお答えいたします。 

 まず、今回一般質問にちょっといただいているんですけれども、まず農業セ

ンサスというものが５年に１回ございます。農業センサスにつきましては、農

家の方からの調査ということで上がっておりまして、直近で、今ちょっと調べ

ていたんですけれども、多分２０ヘクタールぐらいの調査面積が上がっており

ます。恐らく全体としてはそれぐらい。自分でちょっと耕作ができていません

ねという土地がそれぐらい、農地がそれぐらいあるんだろうというふうに思い

ます。今回の農地のパトロールにつきましては、これは前回ずっと経過が残っ

ておりまして、そちらのほうを中心に見ていくということになります。 

 それと、農地パトロールにおきましては、もう荒廃農地というものもちょっ

とあるんですけれども、結構木が生い茂っていて農地に戻すことがなかなか困

難であるというようなものもございますけれども、この農地パトロールにおき

ましては、基本的には農地として戻すことが可能なところについてのパトロー

ルをしていただいているというところでございまして、現状といたしまして、

今、益田議員がご指摘がありましたとおりに、農地を見ていけば、当然農地と
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して農地になっていないというところは点在しているというふうには承知をし

ておりますけれども、こちら、６７ページに挙げさせてもらっているものは、

あくまでも農地として復元可能なものについての調査ということでご承知おき

をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  ありがとうございます。本当そうだと思います。実際再生可

能な農地だけだろうなと思います。でも、私が懸念しているわけじゃなく、多

分町民全体、全国的に問題になっているのが、青地であって再生不可能な、こ

れどう見てもこの竹林状態になっているような青地って、これは厳しいだろう

という農地をどうにかして解決していかないかんなというのが本来の問題であ

って、相続登記されていないような農地で、延々とそのまま青地のままでずっ

と竹林状態が増えていって、見れば周りはこの放棄地、放棄地よりひどいです。

それをどうにかして解決していかないかんという施策を考えな、本来は青地見

直しとか農振地区の見直しであったり、そういうところはやはりそういうのが

大事なんじゃないのかなと思いますので、そこは引き続き重点的にやっていか

ないと、５年後、１０年後は多分もうすごいことになるんじゃないのかなと。

これほったらかしにしとくと、もう延々と増えていく話ですからね。減ること

はまずないので、そこを考えていただきたいなという点です。 

 と、もう一点、質問いいですか。引き続きいいですか。 

 私、総務じゃないんで、せっかくなんで産業振興課に聞く機会はこれぐらい

しかないので引き続き聞きたいんですが、移住・定住推進事業、地域おこし協
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力隊の方、ここに１，６００万ぐらい人件費含め使用されているんですけれど

も、大変言いにくいというか、答えにくいんでしょうけれども、成果といいま

すか、要は１，６００万投じた事業に対して、ここに書いているその４名の人

員使って空き家活用を中心とした移住交流ができたのか。企画提案ができたの

かとか、４名がきちっと仕事して成果的なものがちゃんと出たのかというの、

せっかくの決算なんで聞かせていただければなという点です。 

 

議長  じゃ、２点よろしいですか。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ７番、益田議員の質問に対してお答えをいたします。 

 益田議員が言われましたとおりに、やはり５年後、１０年後見据えて、農地

としての農地、最適化を進めていくというのが当然施策的に必要であるという

ふうに考えております。 

 今回、その農業委員さんの分だけちょっとお出しをしたんですけれども、今

の人・農地プラン実質化ということで、農政のほうも農業委員と一体となって

進めていこうということで、昨年から人・農地プランというもの、人・農地プ

ラン実質化といわれることで、担い手と農地をつないでいこうというような形

で施策が打たれております。本町におきましても、今年度からではございます

けれども、先日３地区の担い手さんに集まっていただきまして、まずワークシ

ョップから進めてまいっております。そのワークショップにおきましても、地

元の農業委員さん、校区にも農業委員さんいらっしゃいますので、そちらの方

もご出席をいただきまして、一応検討会のスタートを切らせていただきました。

これが今すぐ解決するかというと、そうではございませんが、５年後、１０年

後の大木町の農村をどう守り、育てていくかということでございますので、そ
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ういった施策展開、お忙しいと思いますけれども、担い手の方に来ていただき

まして、うまく担い手の方に農地を引き継いでいくという方策、それとあと、

家庭農園だとか、食料・農業・農村基本計画が国のほうから示されましたけれ

ども、そちらのほうでも反応早くするということで、勤めながらも農業をして

いきたいとか、そういった形のほうの農業施策も進めていこうということでご

ざいますので、それは国の施策を捉えながら進めてまいりたいというふうに思

います。 

 それと、８２ページでございますけれども、昨年の地域おこし協力隊の成果

がどうだったかということだろうというふうに思います。 

 まず、空き家について、蛭池地区のほうで行われておりましたけれども、な

かなかちょっとコロナの関係もございまして、頓挫されているということでご

ざいますが、住居といたしましては、そちらのほうに住所地をお持ちでござい

ますので、一応成果といたしましても、移住・定住の中の移住・定住をしてあ

るのかなというふうに思います。 

 ２人目でございますが、２人目は食に関する企画提案ということで、女性の

隊員さんでございましたが、残念ながら町外のほうに転出を、今年度になって

されております。ただ、地域おこし協力隊という期間につきましては、イチゴ

であったりキノコであったり、いろいろな食の提案をされていますので、何ら

かその期間について何らか貢献をされた、成果があったというふうに認識をし

ておるところでございます。 

 次に、匠の技術伝承者でございます。これ松枝哲哉さんのところに修行とい

う形でいらっしゃいますけれども、今はちょっとＷＡＫＫＡのほうで週３回ほ

ど入ってもらっていまして、一応引き続き技術伝承者ということで今も進めて

ございます。 
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 また、農村耕し隊でございますが、こちらもちょっと今ＷＡＫＫＡのほうで、

もともと周辺農地ＷＡＫＫＡが耕作権を持っております関係もございましたの

で、そちらのほうで一生懸命頑張っていただいているということでございまし

て、４名のうち３名は引き続き町内に残っていただいていますので、ある一定

の成果はあったんだろうというふうに認識をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  そうですね、せっかく事業として１，６００万投資ですよね、

投資しているわけですから、結果的に課長のほうで成功というか、成果出され

たんではないかということを認識されているんであれば、特段私が追及するこ

とはないんでしょうけれども、我々議会も報酬だけ払って何しよっとやという

声もよう聞かれます。一生懸命やっているつもりなんだけれども、見えていな

いというか、結果が見えないとやっぱりどうしても追及されるというか、本当

におこし協力隊の方何かやっているのと、どうしても我々と接する機会もない

ものですから、何かしよっとやろうかと。でも、実はかかった金は１，６００

万かかっていますと。何か形が残っているかといったら、なかなか見えない部

分もあるものですから、そういったところをきちっと課長のほうで追及までし

なくていいんでしょうけれども、形として地域おこし協力隊がやったというの

が我々にも分かるような、何か成果的なものがあればいいですよね。特にこの

空き家なんかなかなか解決に至っていないところがあるものですから、いや、

実はあそこ成功例があるんだよ。おこし協力隊がやっているんですよ。みんな

見習いませんかというお話があれば、ぜひ広報か何か取り上げていただいて、
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成功例として出していただくのが一番かなと思います。悪いと言っているわけ

じゃありませんので、引き続き頑張っていただきたいなという期待です。期待

込めて終わります。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  １１６ページのところで、委託業務の地籍測量図の修正業務

委託費というようなことで、主要施策の７１ページのほうに、その内容がばら

ばらっと出てきております。この内容の確認で教えていただきたいんですけれ

ども、官民境界等が３０件、道路払下げが２件、道路セットバックが８件とい

う、水路の部分が３件、地籍業務が１１件ということで、ちょっと気になって

いたのが、セットバックの部分が合計８件で、８件とも町のほうに寄附採納を

されたのかどうなのか、そこを確認したいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  小畠議員のご質問にお答えいたします。 

 道路後退測量業務の８件につきましては、全て寄附を受納しております。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。ほかに質疑ございますか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  決算審査のときでもいいんですけれども、時間がありますの
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で少し。 

 主要な施策の成果のところの７３ページの大型草刈り機のブームモア購入と

あります。これは土地改良区に委託している分の買換えということで買われた

んですか。 

 

議長  答弁を許します。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  中島宗昭議員のご質問にお答えいたします。 

 大型草刈り機の購入、議員ご質問のとおりでございます。トラクターにつき

ましては既存のものを使用しております。アタッチメントでつけますブームモ

アにつきましてが老朽化ということで、今回買換えをしているものでございま

す。 

 以上でございます。 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  それから、１２０ページ、おしゃれなまちづくりの事業費の

中の道の駅及び地域創業・交流支援センターの指定管理料がここに１つありま

す。１，５８２万２，０００円。そしてまた、１２４ページに地方創生費の中

で、また大木町地域創業・交流支援センター業務委託料という形で。結構委託

料があって、それから、そのほかに、今度はふるさと納税の分がまた入ってく

るんじゃないかと思います。その辺の内訳がちょっと私たちでは見づらいとい

うか、分かりにくいから、ちょっとその辺の説明をお願いいたします。 
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議長  広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  １２番、中島議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、１４目のおしゃれなまちづくり事業におきます指定管理料についてで

ございますが、これについては道の駅おおき及びＷＡＫＫＡの施設の管理であ

ったり、イベントの管理費という形で算定をさせていただいたものでございま

す。 

 次に、地方創生費での分でございます。大木町地域創業・交流支援センター

事業推進委託費のことだというふうに認識をしております。主要な施策の成果

８０ページのほうにるる書かしてもらっていますけれども、こちらについては、

基本的にはＷＡＫＫＡの中にプロジェクトマネジャーを配置しておりまして、

そちらの方の人件費及びそちらの方たちの事業費という形で組ませていただい

ているものでございます。 

 それとあと、ふるさと納税の委託を企画のほうと株式会社クリエイティブお

おきのほうで契約書をされておりますけれども、これについては、ふるさと納

税の事務委託ということで、これとはまた別にクリエイティブがふるさと納税、

当然この中で商品開発もしてまいりますので、そちらのほうと一体となって行

うということで、契約が交わされているものと承知をしております。 

 以上でございます。 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  後はまた、審査のときに詳しいことは聞きますので、以上で

す。 
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議長  ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 続いて、決算書１３３ページ、１０款教育費より１４款予備費まで順次説明

を願います。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  決算書１３５、１３６ページをお願いいたします。 

 １０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、予算現額１５３万２，

０００円、支出済額１４４万７，７６０円、不用額８万４，２４０円となって

おります。不用額の主なものとして、１節報酬７万６，５００円は、教育委員

が４月から６月の間１名欠員の状態だったことによる執行残でございます。主

要な施策の成果は８７ページに記載しております。教育委員会費の内訳の主な

ものとしまして、右側備考欄の一番上の委員報酬１１４万７，５００円などと

なっております。 

 ２目事務局費、予算現額４，６６６万８，０００円、支出済額４，６２４万

６，７９８円、不用額４２万１，２０２円となっております。不用額の主なも

のとして、１９節負担金補助及び交付金１３万３，７１５円は、事業名称、事

務局費における児童・生徒への日本スポーツ振興センター共済負担金などの執

行残でございます。主な施策の成果につきましては８７ページに記載しており

ます。事務局費の執行額は、合計で８５５万６，０５７円となっております。

決算書は１３５から１３８ページをお願いいたします。内訳の主なものとしま
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して、右側備考欄の一番上の指導主事兼教育委員相談員報酬２３０万３，７８

０円、１３７、１３８ページをお願いいたします、上から６行目の児童・生徒、

教職員健康診断委託料１２９万２，４９７円、下から３行目の日本スポーツ振

興センター共済負担金１２７万７，９４５円などとなっております。 

 ３目教育力向上支援事業費、予算現額２，０５０万６，０００円、支出済額

１，９１２万１，１５８円、不用額１３８万４，８４２円となっております。

不用額の主なものとして、７節賃金１１８万７４７円は、教育力向上支援事業

における非常勤講師賃金等の３月の臨時休業も含めました執行残でございます。

主要な施策の成果は８７、８８ページに記載しております。教育力向上支援事

業の内訳の主なものとして、右側備考欄２行目の３５人以下学級講師賃金６０

６万２，３２６円、次の行の学校の図書司書賃金５７４万３２７円、最後の行

の外国語指導助手業務委託料４３１万６，４００円などとなっております。 

 ４目特別支援教育事業費、予算現額１，９８３万６，０００円、支出済額１，

９３０万９，２３０円、不用額５２万６，７７０円となっております。不用額

の主なものとして、７節賃金４７万７，９３６円は、特別教育支援教育事業に

おける特別支援教育支援員賃金の３月の臨時休業も含めました執行残です。８

節報償費については、教育支援委員会において来年１年生で必要に応じた意見

を求めるケースの謝金について支出すべきケースがなかったことにより未執行

となったものです。主要な施策の成果は８８ページに記載しております。特別

支援教育事業の内訳の主なものとして、右側備考欄３行目の特別支援教育支援

員賃金１，９２３万７，０６４円の賃金などとなっております。 

 １３９、１４０ページをお願いいたします。 

 ５目学校問題相談事業費、予算現額８２６万８，０００円、支出済額７６０

万４，１０８円、不用額６６万３，８９２円となっております。不用額の主な
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ものといたしまして、１節報酬４０万８，４３２円は、学校問題相談事業にお

ける家庭教育支援員報酬など、３月の臨時休業も含めました執行残です。なお、

未執行の９節旅費につきましては、家庭教育支援員の研修などの出張がなかっ

たことにより不用となったものです。主要な施策の成果は８８ページに記載し

ております。学校問題相談事業の内訳の主なものとして、右側備考欄２行目の

家庭教育支援員報酬２０３万６，４４８円、次の行のスクールカウンセラー謝

金２５０万円、次の行のスクールソーシャルワーカー謝金１９３万６，０００

円などとなっております。 

 

議長  説明の途中ですが、暫時休憩をいたします。 

 再開を１６時といたします。 

 

 

休憩    １５時４９分 

再開    １６時００分 

 

 

議長  それでは、すみません、再開をいたします。 

 ２項１目小学校費から説明を求めます。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  １３９、１４０ページになります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、予算現額５億３，９６１万４，０００円、

支出済額１億６，９６３万９５６円、繰越明許費３億５，８２３万２，０００

円、不用額１，１７５万１，０４４円となっております。翌年度への繰越明許
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費３億５，８２３万２，０００円につきましては、１３節委託料５，９７２万

５，０００円の内訳として、木佐木小学校増改築工事管理業務委託料７６６万

３，０００円、小学校トイレ改修工事設計管理業務委託料７６８万７，０００

円、通信ネットワーク環境整備委託料４，４３７万５，０００円。１５節工事

請負費２億９，８５０万７，０００円の内訳として、木佐木小学校増改築工事

１億６，３３０万７，０００円、小学校トイレ改修工事１億３，５２０万とな

っております。不用額の主なものとして、１１節需用費１７５万１，９３８円

は、各小学校の３月の臨時休業による光熱費などの執行残です。また、１５節

工事請負費６８１万２，７６０円は、前年度からの繰越事業である繰越し学校

管理費（教育総務係）におけるもので、１４２ページをお願いいたします、小

学校空調設備設置工事５５４万６，５２０円の執行残などとなっております。

２０節扶助費５万円は、発生予算として、児童の入院見舞金を計上していたも

のが未執行となったものです。主要な施策の成果は８９ページから９０ページ

に記載しております。事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 １３９、１４０ページにお戻りください。 

 学校管理費（教育総務係）の執行額は合計で９，６７７万６，０１３円です。

内訳の主なものとしまして、右側備考欄５行目の木佐木小増改築工事管理業務

委託料の令和元年度前払い額１７７万円、さらに７行下の木佐木小学校増改築

令和元年度前払い額７，３５２万円、次の行の木佐木小学校防球ネット設置工

事４８３万８４０円、次の行の木佐木小学校防犯カメラ設置工事２１２万６，

５２０円、３行下の木佐木小学校用地購入費５１５万７，６６４円などとなっ

ております。 

 次に、（繰越し）学校管理費教育総務係の執行額は合計で３，５４８万４，

４８０円です。 
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 １４１、１４２ページをお願いいたします。 

 内訳として、右側備考欄１行目の小学校空調設置工事管理業務委託料８１万

円、２行下の小学校空調設備設置工事３，４６７万４，４８０円となっており

ます。学校管理費（大溝小学校）の執行額は合計で１，４６６万９，０４２円

です。内訳の主なものとして、右側備考欄４行目の消耗品費２１２万１，４５

８円、４行下の光熱水費３９２万８，４６６円、１０行下の用務員委託料１８

８万８，０５２円、７行下になります一般備品購入費１２８万５，９８５円な

どとなっております。次に、学校管理費（木佐木小学校）の執行額は合計で１，

１５２万６，２６１円です。 

 １４３、１４４ページをお願いいたします。 

 内訳の主なものとして、右側備考欄５行目の消耗品費１４８万８，５６７円、

４行下の光熱水費２８９万９，９８４円、１１行下の用務員委託料１７９万５，

２０４円などとなっております。学校管理費（大莞小学校）の執行額は合計で

１，１１７万５，１６０円です。内訳の主なものとして、右側備考欄４行目の

消耗品費１４３万７，１５５円。 

 １４５、１４６ページをお願いいたします。 

 ２行目の光熱水費２９０万９，１０９円、１１行下の用務員委託料１８３万

４，２６５円などとなっております。 

 ２目教育振興費、予算現額１，４８０万１，０００円、支出済額１，２７５

万３，８６５円、不用額２０４万７，１３５円となっております。不用額の主

なものとして、２０節扶助費１３７万６，１７３円は、事業名称、教育振興費

（教育総務係）における就学援助費が見込みより少なかったことによる執行残

です。主要な施策の成果は９０ページに記載しております。事業ごとに主な支

出を説明いたします。 
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 教育振興費（教育総務係）の執行額は合計で６６３万１４７円です。内訳の

主なものとして、右側備考欄２行目の就学援助費６２６万４，８２７円などと

なっております。教育振興費（大溝小学校）は、執行額は合計で２５６万３，

５６２円、教材備品購入費の同額でございます。教育振興費（木佐木小学校）

の執行額は合計で２２５万９，６９０円、教育教材備品購入費の同額でござい

ます。教育振興費（大莞小学校）の執行額は合計で１３０万４６６円、教材備

品購入費の同額でございます。 

 １４７、１４８ページをお願いいたします。 

 ３目学童農園設置事業費、予算現額４５万９，０００円、支出済額３７万１，

５０３円、不用額８万７，４９７円となっております。不用額の主なものとし

て、１１節需用費７万５，４３７円は、各小学校の消耗品費の執行残です。主

要な施策の成果は９０ページから９１ページに記載しております。学童農園設

置事業費（大溝小学校）の執行額は合計で１９万９，３３０円、少額のため小

学校ごとの内訳の説明は省略いたします。学童農園設置事業費（木佐木小学校）

の執行額は合計で９万６，７８７円、学童農園設置事業（大莞小学校）の執行

額は合計で７万５，３８６円です。 

 続きまして、３項中学校費、１目学校管理費、予算現額６，７２４万９，０

００円、支出済額４，４８７万６８０円、翌年度への繰越明許費は１，６２８

万８，０００円、不用額６０９万３２０円となっております。繰越明許費１，

６２８万８，０００円については、１３節委託料の同額で、通信ネットワーク

環境整備委託料となっております。 

 １４９、１５０ページをお願いいたします。 

 不用額の主なものとして、１５節工事請負費４０１万３，８８０円は、前年

度からの繰越事業である（繰越し）学校管理費（大木中学校）における中学校
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空調設備設置工事３９９万６，８００円の執行残などとなっております。２０

節扶助費の３万円は、発生予算として児童の入院見舞金を計上していたものが

未執行となったものです。主要な施策の成果は９１ページに記載しております。

事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 １４７、１４８ページをお願いいたします。 

 学校管理費、教育総務費の執行額は、合計で１５４万３４８円です。内訳の

主なものとして、校医・薬剤師報酬６４万９，２０８円、修繕料７８万４，８

４０円などとなっております。教育総務係の学校管理費（大木中学校）の執行

額は６４万６，９２０円で、中学校防犯カメラ設置工事の同額でございます。 

 １４９、１５０ページをお願いいたします。 

 （繰越し）学校管理費（大木中学校）の執行額は合計で１，８４５万７，２

００円となっております。内訳としまして、中学校の空調設置工事管理業務委

託料２７万円、大木中学校空調設備設置工事１，８１８万７，２００円となっ

ております。 

 学校管理費（大木中学校）の執行額は合計で１，８６３万７，２７５円です。

内訳の主なものとして、右側備考欄３行目の消耗品費２９５万９，７９４円、

４行下の光熱水費４７２万２，２１６円、１１行下の用務員委託料１９０万２，

８９４円、１行下のテスト委託料１４７万８，５５０円などとなっております。 

 １５１、１５２ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費、予算現額１，２５５万６，０００円、支出済額１，１４３

万２，４０９円、不用額１１２万３，５９１円となっております。不用額の主

なものとして、２０節扶助費５４万３０８円は、就学援助費が見込みよりも少

なかったことによる執行残です。主要な施策の成果は９１、９２ページに記載

しております。主な支出を説明いたします。教育振興費（大木中学校）の内訳
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の主なものとして、右側備考欄１行目の教材備品購入費３１８万７，０２６円、

一番下の就学援助費５５８万５，６９２円などとなっております。 

 

生涯学習課長  ４項社会教育費、１目社会教育総務費、予算現額１，９５２

万３，０００円、支出済額１，８８８万３，３１８円、不用額６３万９，６８

２円となっております。不用額の主なものといたしまして、８節報償費３９万

３，０５０円は、社会教育事業における成人式記念品代及び地域学校共同事業

推進員並びに支援員謝金の執行残でございます。主要な施策の成果は９２ペー

ジに記載しております。事業ごとに主な支出を説明いたします。 

 社会教育総務費の執行額は、合計で１５万４，０７９円です。内訳の主なも

のといたしまして、社会教育委員報酬３万９，０００円、社会教育感謝状受賞

者に対する記念品代３万３，０００円などとなっております。社会教育事業の

執行額は合計で１４２万２，５７０円です。内訳の主なものといたしまして、

１５４ページ、備考欄一番上の新成人者に対する記念品代２１万６，１５０円、

地域学校共同事業推進員謝金として２７万３，８００円、最終行の町・ＰＴＡ

連絡協議会に対する助成金３２万円などとなっております。人権同和教育の推

進事業の執行額は合計で２９万３，８２６円です。内訳の主なものとして、２

行目の全世帯へ配布いたしました人権啓発用冊子の印刷費１３万６，５７６円、

筑後地区人権同和教育推進協議会負担金１２万円などとなっております。 

 次に、２目公民館費、予算現額２７７万９，０００円、支出済額２４０万４

２円、不用額３７万８，９５８円となっております。不用額の主なものとして、

１４節使用料及び賃借料２１万３，３２５円は、文化・芸術活動支援事業にお

ける芸術鑑賞事業につきまして、大雨や新型コロナウイルス感染防止に伴い中

止したことによる入場料やバス借上料が不用となったものです。主要な施策の
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成果は９２ページから９３ページに記載しております。事業ごとに主な支出を

説明いたします。 

 公民館費の執行額は合計で１７９万８，７６０円です。内訳の主なものとし

て、地区公民館長４１名分の報酬として１４７万６，０００円、おおぞらセミ

ナーなど、学習会開催時の講師謝金として１７万４，０００円などとなってお

ります。文化・芸術活動支援事業の執行額は合計で６０万１，２８２円です。

内訳の主なものとしまして、町文化祭の商品代１８万３，４８０円、２行下の

こっぽーっとホールで使用します音響反射板購入費２４万８，４００円などと

なっております。 

 次に、３目青少年育成費、予算現額１６１万６，０００円、支出済額１５９

万円、不用額２万６，０００円となっております。 

 次のページをお願いします。 

 不用額で未執行となっております８節報償費及び１１節需用費につきまして

は、循環のまちづくりジュニアマイスター育成事業を進めておりましたが、学

校ほか関係部署との調整が困難であったこと等に伴い、実施には至らず未執行

となったもの。また、９節旅費につきましては、県の説明会につきまして、新

型コロナウイルス感染防止により中止されたことから未執行となったものです。

事業の主な支出を説明いたします。 

 青少年育成費の執行額は合計で１５９万円です。内訳の主なものといたしま

して、１５６ページ、備考欄上から２行目の青少年育成町民会議に対する補助

金１１６万円、２行下の校区民協議会運営補助金３０万円などとなっておりま

す。 

 次に、４目文化財保護費、予算現額３３２万６，０００円、支出済額３００

万７，７４６円、不用額３１万８，２５４円となっております。不用額の主な
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ものといたしまして、１４節使用料及び賃借料１３万２，０６０円は、発生予

算として計上しておりました試掘調査用機械借上料が不用となったものです。

主要な施策の成果は９３ページから９４ページに記載しております。事業の主

な支出を説明いたします。文化財保護費の執行額は合計で３００万７，７４６

円です。内訳の主なものとして、備考欄２行目の１名分の非常勤職員賃金２３

５万１，６４５円、下から２行目の全国重要無形文化財保持団体協議会久留米

大会開催に伴う負担金２５万円などとなっております。 

 次に、５目図書情報センター施設管理費、予算現額３９７万５，０００円、

支出済額３７８万４００円、不用額１９万４，６００円となっております。不

用額の主なものとして、８節報償費９万円は、こっぽーっとガーデンデッキ補

修につきまして、職員により対応したため未執行となったものです。事業の主

な支出を説明いたします。図書情報センター管理費の執行額は、合計で３７８

万４００円です。内訳の主なものとして、備考欄上から３行目の図書情報セン

ターの外壁塗装や本棚の修繕料６９万５，９３６円、３行下の昇降機保守点検

委託料７６万７，７９６円、３行下の清掃管理委託料１８３万１，２００円な

どとなっております。 

 次に、６目生涯学習まちづくり推進費、予算現額３，４７０万２，０００円、

支出済額３，３４１万４，８１４円、不用額１２８万７，１８６円となってお

ります。不用額の主なものとして、次のページをお願いいたします。 

 ８節報償費２２万５，０００円は、町民協働文化活動推進事業におけるこっ

ぽーっと魅力アップ構想づくり委員会委員に対する報償費の執行残及び１１節

需用費２８万７，８８３円は、図書館用新聞・雑誌購入費の執行残でございま

す。主要な施策の成果は９４ページから９５ページに記載しております。事業

ごとに主な支出を説明いたします。 
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 図書情報センター運営費の執行額は合計で３，０８３万２，９７７円です。

内訳の主なものとして、１５８ページ、備考欄上から３行目の司書など９名分

の非常勤職員賃金１，９３４万２，１７２円、５行下の図書館用新聞・雑誌購

入費など消耗品費１８３万１，０６９円、下から７行目の図書館システム機器

リース料３２０万３，７１２円、１行下の図書類購入費４５９万３，９０７円

などとなっております。子供の読書推進事業の執行額は合計で２７万８５９円

です。内訳の主なものとして、最終行、ブックスタート事業用の絵本・バッグ

購入費として、消耗品費１９万８，７３９円などとなっております。町民協働

文化活動推進事業の執行額は合計で２３１万９７８円です。内訳の主なものと

いたしまして、１６０ページ備考欄、上から６行目のこっぽーっとホールイベ

ント実行委員会負担金１８０万円などとなっております。 

 続きまして、５項保健体育費、１目保健体育総務費、予算現額２，２４９万

６，０００円、支出済額２，１６０万３，６１５円、不用額８９万２，３８５

円となっております。不用額の主なものとして、８節報償費３３万５，８７０

円は、スポーツ大会運営事業における各種スポーツ大会商品代及び運営スタッ

フ謝金の執行残です。なお、未執行の２０節扶助費につきましては、発生予算

として計上しておりました入院見舞金が不用となったものです。主要な施策の

成果は９６ページから９７ページに記載をしております。事業ごとに主な支出

を説明いたします。 

 保健体育総務費の執行額は合計で５００万７，７５５円です。内訳の主なも

のとしまして、備考欄２行目の２名分の非常勤職員賃金３３５万８，１１１円、

下から４行目の全国青年大会出場助成金３６万円などとなっております。指導

者育成事業の執行額は合計で８４万４，１１０円です。内訳の主なものとしま

して、スポーツ推進委員に対する報酬６４万円などとなっております。 
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 次のページをお願いします。 

 青少年総合型体験事業の執行額は合計で９２万９，０００円です。内訳の主

なものとしまして、３行目のわんぱく体験隊事業委託料３４万１，０００円、

小学生宿泊自然体験事業委託料３８万３，０００円などとなっております。体

育協会支援事業の執行額は４７０万３，０００円です。町体育協会に対する補

助金となっております。スポーツ大会運営事業の執行額は合計で８６万２，１

３１円です。内訳の主なものとしまして、各種スポーツ大会におけるスタッフ

報奨金２７万１，６００円及び商品代４９万６，５３０円などとなっておりま

す。 

 次に、２目保健体育施設費、予算現額２，９９７万７，０００円、支出済額

２，６９０万６，２４９円、不用額３０７万７５１円となっております。不用

額の主なものといたしまして、１１節需用費２８４万６，８６５円は、各社会

体育施設における光熱水費や修繕料の執行残です。主要な施策の成果は９７ペ

ージから９９ページに記載しております。事業ごとに主な支出を説明いたしま

す。保健体育施設一般経費の執行額は合計で１，９７８万６，１２４円です。

内訳の主なものとしまして、備考欄上から２行目の各社会体育施設の光熱水費

７８２万５，３９４円、６行下の総合体育館大規模改修工事設計業務委託料４

６２万円、８行下の運動公園水道管布設工事費３６９万７，１００円などとな

っております。 

 次のページをお願いします。 

 総合体育館施設管理費の執行額は合計で５３７万６，２０６円です。内訳の

主なものといたしまして、備考欄下から５行目の清掃管理委託料１５６万９，

６００円、１行下のシルバー人材センターへ委託しております総合体育館管理

委託料２３７万８，６９５円などとなっております。運動公園施設管理費の執
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行額は合計で１７４万３，９１９円です。内訳の主なものといたしまして、備

考欄最終行のシルバー人材センターへ委託しております運動公園管理委託料１

２３万７，１５１円などとなっております。 

 以上です。 

 

学校教育課長  ６項学校給食共同調理場費、１目調理場管理費、予算現額８，

４２１万６，０００円、支出済額８，０４６万１０８円、不用額３７５万５，

８９２円となっております。不用額の主なものとして、１１節需用費１３８万

１，７５５円は、３月の臨時休業も含めました燃料費、光熱水費の執行残です。

主要な施策の成果は１００から１０１ページに記載しております。 

 調理場管理費の執行額は合計で３，３７８万８，０６６円です。内訳の主な

ものとして、１６５、６６ページをお願いいたします、右側備考欄１行目の臨

時雇い賃金９７６万３，９６５円、下から６行目の備品購入費として給食フラ

イヤー、冷凍庫、冷蔵庫など２４５万９６０円、下から２行目の学校給食費の

一部または全額補助を行うための学校給食助成金６６１万２，４０４円などと

なっております。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  １６７ページ、１６８ページをお願いいたします。 

 １０款７項幼稚園費、１目幼稚園費、予算現額２９万３，０００円、支出済

額は同額でございます。不用額はゼロとなっております。主要な施策の成果に

つきましては１０２ページに記載しております。 

 事業の支出についてご説明いたします。 

 備考欄の私立幼稚園就園奨励費は合計で２９万３，０００円です。内容とい
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たしましては、備考欄の幼稚園に在園する満３歳児以上の保護者に対し、経済

的負担の軽減を図るために補助しました私立幼稚園就園奨励費２９万３，００

０円となっております。 

 以上でございます。 

 

環境課長  １１款災害復旧費、２項その他公共施設・公用施設災害復旧費、

１目公共施設等災害復旧費、予算現額２，６９２万２，０００円、支出済額ゼ

ロ、予算現額全額を繰越明許費として翌年度に繰越しております。 

 内訳として、液肥貯留槽復旧工事に係る設計等の委託料７７万円及び工事請

負費２，６１５万２，０００円についてそれぞれ繰り越しております。 

 以上です。 

 

会計課長  １２款１項公債費、１目元金、予算現額４億３，５０５万５，０

００円、支出済額４億３，５０３万６，５６８円、不用額１万８，４３２円と

なっております。２３節償還金利子及び割引料で同額の支出です。内容につい

ては、起債償還金のうちの元金１５１件分となります。 

 ２目利子、予算現額３，６４２万２，０００円、支出済額３，５６９万９，

３８３円、不用額７２万２，６１７円となっております。２３節償還利子及び

割引料で同額の支出です。内容については、同じく起債償還金のうちの利子で

２１０件分となります。 

 １４款１項１目予備費、予算現額５００万円、予備費充用額はゼロ円です。 

 以上で、歳出決算の状況についての説明を終わります。 

 

議長  ここで、１０款教育費より１４款予備費までについてを質疑受けたい
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と思います。質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  これ、決算書の１４０ページ、学校教育課の学校問題相談事

業についてなんですけれども、これ、こちらのほうの説明資料を見ますと、各、

この項目というか、例えば大木町学校問題研究相談員報酬とか、それから、最

後のスクールソーシャルワーカー謝金、ここまでこの方々が、例えば何件相談

があったというような記載になっています。ただ、それだけではあれかなと。

要するに相談があった、その結果どうなったんだと。いわゆる成果です。例え

ば不登校が減っているのか増えているのか、そういうものを、本日もう時間が

押していますので、文教の審査のときまでに整理していただければというふう

に思います。 

 以上です。 

 

議長  内藤課長、そういうことでよろしいですか。 

 答弁を許します。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  古賀議員のご質問といいますか、要望にお答えいたします。 

 今度の委員会のときに、今この主要な施策の成果の内容とはまたちょっと詳

しくどの程度出せるかというのは、ちょっと１件１件の件数、相談内容とかも

ありますので、ちょっとその分検討してお示ししたいと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。１２番、中島宗昭議員。 

 



114 

中島宗昭議員  １５４ページの助成金です。負担金。大木町少年の船の事業

助成金２０万、婦人会の補助金１６万、それから下のほうで、公民館のところ

で文化協会の補助金１６万とあります。こういった計算の根拠というのを以前

から活動、また会員さんの激減ということで、見直しとか、そういった話が出

ておったと思います。そういった中で見直して出されたのか、その根拠をお願

いします。 

 それから、１６０ページの被害田の補償費、１４万４，６２７円です。これ

も以前からずっと指摘をされておりました。そういったことで調査見直しはな

されてこの金額になったのか。また今後見直されるのか、２点についてお願い

いたします。 

 

議長  答弁を許します。中村生涯学習課長。 

 

生涯学習課長  中島議員のご質問に対し答弁させていただきます。 

 先ほどご指摘の各負担金、例えば少年の船、あるいは文化協会と社会教育団

体に対する負担金につきましては、負担金要綱というのがあります。そちらの

ほうに沿って支出をしておるわけですが、ここ一、二年、直近で見直したかと

言われれば、見直しのほうは行っていないということで承知をしております。

今後見直すかどうかということですが、事業の中身、計画書及び実績報告書等

もそれぞれのまちづくり団体のほうから提出をしていただいておりますので、

中身を毎年精査させていただいておるわけでございまして、事業の内容、事業

費等に鑑み、必要であれば今後検討してまいりたいということで考えておりま

す。 

 続きまして、２つ目の運動公園の照明に伴う近くの所有者への方々に対する
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補償費のことでございますが、これにつきましては、年に数回担当者と所有者

によるいわゆる価格交渉と言いましょうか、を行っておるわけでございますが、

いきなりの減額ということにつきましては、なかなか正直なところならないと

いうことで、ここ最近では、後ろに照明が届かないような照明。あるいはＬＥ

Ｄ照明というふうなことで、体育館職員共々業者の方も含めまして検討してお

るわけでございます。今のところまだ減額というふうなところまでは、金額の

変更というところまでは協議には至っておりませんが、引き続き所有者の方々

と協議のほうを行ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  負担金のほうですけれども、会員数に対してのとか、そうい

った基準は要項にはないんですか。と言いますのも、例えば、少年の船での活

動している、これは人材育成、また子供たちの、青少年の健全育成ということ

では大切なことでございます。それから、婦人会のほうも人数が減って、もう

これは減額してもいいですよということを会長さんからも以前伺っておりまし

た。それから、文化協会においては、もう五、六百人と大勢になっております。

そういった人数からすれば、ちょっと整合性が取れないかなということで感じ

ましたので、その辺は各種団体と、その要綱があるなら要綱の中でまた検討し

ていただきたいと思います。 

 それと、次の被害田の補償、これは必ず補償する、しなければならないとい

うあれはないというような話をちょっと聞きました。こういった中で、その辺

をもう少し詳しく、ちょっと私も忘れましたけれども、この被害に対してはい
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ろんなところでちょっと尋ねていただいて、できるだけ地権者の方に相談しな

がらやっていただければと思います。以前はあそこの火葬場のところも補償を

払っていましたけれども、もう結構ですということが見直しもされました。そ

ういったことで、ここだけですが、学校のグラウンドの隣の補償田とか、大溝

小学校とかいろいろありますので、そういったところの見直しを再度お願いし

たいと思います。 

 以上です。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  中島宗昭議員の負担金等の金額の妥当性について、例えば、一度助

成金とか交付するとなかなか変えられないというか、今見直しがしにくいとい

うような状況がありまして、これやっぱり課題だというふうに捉えています。

やっぱり仕組みをつくる必要があるということで、ちょっと今検討をさせよう

と思っているんですけれども、例えば３年間ごとにずっと、例えば人数である

とか活動状況であるとか、補助するときの一定の基準に照らして、できれば外

部も入っていただいて３年ごとに減額だけじゃなくて増額も含めて検討する仕

組みをつくらないと、１回出したらずっとなかなか変えられないという状況が

ありまして、それは議会のほうとも相談しながらぜひ考えていきたいというふ

うに思っています。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 
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古賀知文議員  １５８ページの町民協働文化活動推進事業で、この中で、報

償費のこっぽーっと魅力アップ構想づくり委員会報償費１２万９，０００円と

いうのがあるんですけれども、委員会の報償費の中では若干高額なんで、この

こっぽーっと魅力アップ構想づくり委員会の、いわゆるどういう構想を協議さ

れたというか、つくられたのかを、これも文教の委員会までに整理して出して

いただきたいというふうに思います。 

 

議長  よろしいですか、中村課長。ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。 

 以上で歳出に関する所管課長の説明を終わります。 

 お諮りいたします。本日の会議につきましては、会議規則に定めております

午後５時を過ぎるということが予想されますので、議案第６３号について、代

表監査委員の報告まで延長したいと思いますが、ご異議ございませんでしょう

か。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、本日の会議は議案第６３号終了

するまで続けさせていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 続いて、１３ページ、歳入の説明を所管課長に求めます。川村会計課長。 
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会計課長  それでは、決算審査提出資料、こちらの２ページから３ページも

併せてご参照いただきたいと思います。 

 １款町税、予算現額１４億３，１３５万１，０００円、調定額１４億９，７

４２万２，１７７円、収入済額１４億５，０７１万６，２８２円、不納欠損額

４９７万４，１９５円、調定額に対する収入未済額４，１７３万１，７００円、

こちらは、以下、収入未済額と略して申し上げます。 

 前年度決算額と比較しますと、こちらも前年比と略させていただきます、３，

３９１万３３４円、２．４％の増となります。前年度との比較データは、決算

審査提出資料の２ページに記載しております。個人町民税、法人町民税の増収

が主な要因となっております。 

 １５ページ、１６ページをお願いします。 

 ２款地方譲与税、予算現額７，７１６万７，０００円、調定額、収入済額共

に同額で７，７１６万７，００７円、収入未済額ゼロ、前年比８万２，００７

円、０．１％の増です。 

 ３款利子割交付金、予算現額、調定額、収入済額共に同額で９１万８，００

０円、収入未済額ゼロ、前年比マイナス１１３万５，０００円、５５．３％の

減です。 

 ４款配当割交付金、予算現額、調定額、収入済額共に同額で５２６万６，０

００円、収入未済額ゼロ、前年比１８７万６，０００円、４４．９％の増です。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、予算現額、調定額、収入済額共に同額で３２

１万３，０００円、収入未済額ゼロ、前年比マイナス９６万７，０００円、２

３．１％の減です。 

 １７ページ、１８ページをお願いします。 

 ６款地方消費税交付金、予算現額、調定額、収入済額共に同額で２億３，１
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０２万４，０００円、収入未済額ゼロ、前年比マイナス５５１万８，０００円、

２．３％の減です。 

 ７款自動車取得税交付金、予算現額１，９５５万９，０００円、調定額、収

入済額共に同額で１，９５５万９，２７６円、収入未済額ゼロ、前年比マイナ

ス９７０万９，７２４円、３３．２％の減です。 

 ８款地方特例交付金、予算現額、調定額、収入済額共に同額で４，２５０万

７，０００円、収入未済額ゼロ、前年比３，１３９万円の増です。右側備考欄

にありますとおり、軽自動車税、自動車税の減収補塡特例交付金及び子ども・

子育て支援臨時交付金が皆増となったことが要因です。 

 ９款地方交付税、予算現額、調定額、収入済額共に同額で１５億２０８万円、

収入未済額ゼロ、前年比４，２９６万３，０００円、２．９％の増です。普通

交付税で３，４５０万円、特別交付税で８４０万円の算定額が増えたことが要

因となっています。 

 １０款交通安全対策特別交付金、予算現額２１０万円、調定額、収入済額共

に同額で２０８万円、収入未済額ゼロ、前年比マイナス３３万２，０００円、

１３．８％の減です。 

 １１款分担金及び負担金、予算現額３，７５７万６，０００円、調定額３，

８５３万２，２３４円、収入済額３，８０６万８，６３４円、収入未済額４６

万３，６００円。 

 １９ページ、２０ページをお願いします。 

 収入未済額は、２項負担金、１目民生費負担金、１節児童福祉費負担金の私

立保育料及び過年度分私立保育料内で生じています。前年度決算額と比較する

とマイナス１，５７４万２，９３９円、２９．３％の減です。私立保育料が減

収したことが主な要因となっています。 
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 １２款使用料及び手数料、予算現額４，８８６万５，０００円、調定額５，

５１５万４，５１７円、収入済額５，４８０万３１７円、収入未済額３５万４，

２００円、収入未済額は全て１項使用料、２目民生使用料、１節児童福祉使用

料の町立保育料及び過年度分町立保育料内で生じています。前年度決算額と比

較するとマイナス７８７万９，０１８円、１２．６％の減です。町立保育料が

減収したことが主な要因となっています。 

 ２１、２２ページをお願いします。 

 １３款国庫支出金、予算現額８億７，４５０万円、調定額、収入済額共に７

億４，６４８万９，６９６円で、調定額に対する収入未済額ゼロです。予算額

を調定額及び収入済額が下回ったことについては、負担金、補助金の採択を受

けた各事業において繰越しが生じたことが主な要因です。前年比６，７５６万

９，４１５円、１０％の増です。施設型給付費負担金や公立学校施設整備費負

担金といった国庫負担金が増えたことが主な要因となっています。 

 ２５、２６ページをお願いします。 

 １４款県支出金、予算現額７億１，６４７万６，０００円、調定額６億２，

７６１万９，０７１円、収入済額６億７４９万５，０７１円、予算額を調定額

及び収入済額が下回ったことについては、事業確定後の補助金額が当初より下

回ったことなどが要因です。 

 ３１、３２ページをお願いします。 

 １５款財産収入、予算現額３，６８７万円、調定額３，６９８万７，４５９

円、収入済額３，６０４万４，４６２円、収入未済額９４万２，９９７円、内

訳としては、全て次のページの２項財産売払収入、１目不動産売払収入、３節

その他不動産売払収入の町有水路埋立払下げ収入内で生じています。前年度決

算額と比較するとマイナス３７３万１３２円、９．４％の減です。財政調整基
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金をはじめとする基金運用益が減少したことが主な要因となります。 

 引き続き３３ページ、３４ページです。 

 １６款寄附金、予算現額５億１，７７３万２，０００円、調定額５億４，９

８１万２，０００円、収入済額は同額です。収入未済額ゼロ、前年比マイナス

８億５，６４６万９，１２０円、６０．９％の減です。ふるさと納税寄附金が

減少したことが主な要因となります。 

 １７款繰入金、予算現額、調定額、収入済額共に１億４，７００万円、収入

未済額ゼロ、財政調整基金より１億１，０００万円、大木町公共施設整備基金

より３，７００万円をそれぞれ繰り入れています。前年度決算額はゼロであっ

たため皆増となっています。 

 ３５、３６ページをお願いします。 

 １８款繰越金、予算現額２億４，２８６万８，０００円、調定額、収入済額

共に２億４，２８６万８，７８２円、収入未済額ゼロ、内訳として前年度繰越

金が２億２，３６０万１，７８２円、前年度からの繰越事業に係る繰越金の一

般財源分が１，９２６万７，０００円となっています。前年度決算額と比較し

ますと、７，２６２万２９９円、４２．７％の増となっています。 

 １９款諸収入、予算現額２億１，０４９万５，０００円、調定額２億１，４

４５万５，３９９円、収入済額も同額です。収入未済額ゼロ、前年比マイナス

１９３万８，５８２円、０．９％の減となっています。内訳としては、５項２

目雑入で前年度比２，２００万円余りの増及び、次のページになりますが、３

目の過年度収入で、前年度比マイナス２，４００万円余りの減となっています。

それぞれの主なものとして、雑入については、３８ページ備考欄の中ほど１２

行目にプレミアム付商品券販売代金１，２９６万４，０００円、こちらは皆増

となります。これや、そこから８行下の介護保険地域支援事業交付金、こちら
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は前年度から４１７万１，０００円の増などとなっています。また、過年度収

入では、全ての国・県の負担金や補助金の過年度精算分となっておりまして、

備考欄の４０ページにかけてその詳細を記しております。 

 続いて、２０款公債費、予算現額４億１，１８９万２，０００円、調定額２

億５，７４９万２，０００円、収入済額同額、収入未済額ゼロ、予算額を調定

額や収入済額が下回ったことにつきましては、７件の起債事業において繰越し

が生じたこと、こちらが主な要因となります。前年度比マイナス４，９３４万

５，０００円、１６．１％の減です。１目の臨時財政対策債が減少したことが

主な要因となります。 

 以上で歳入決算の状況についての説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより歳入について質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんね。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これで、歳入歳出についての所管課長の説明を終わります。 

 これより代表監査委員の決算審査に関する報告を求めます。安藤代表監査委

員。 

 

代表監査委員  お疲れさまです。代表監査委員を務めさせていただいており

ます安藤です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和元年度大木町一般会計の決算審査の報告をさせていただきま
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す。 

 最初に、決算審査に当たり関係課及び職員の皆様のご協力によりまして審査

がスムーズに行われたことにつきまして、厚く御礼申し上げます。 

 決算審査は、地方自治法第２３３条第２項の規定により実施するもので、町

長より決算関係の審査を付託され、決算関係書類に基づき関係各課に対する審

査及び意見の聴取をさせていただきました。本日お配りさせていただいており

ます決算審査意見書につきましては、古賀議選監査委員と取りまとめたもので

ございます。時間の関係もございますので、要点だけの報告をさせていただく

ことをご容赦願いたいというふうに思います。 

 それでは、意見書の２ページをお開け願います。 

 審査の内容でございますけれども、一般会計が対象になっています。１、審

査対象、令和元年度大木町一般会計歳入歳出決算。２、証書類及び歳入歳出決

算事項明細書、実質収支に関する調書並びに財産に関する調書。 

 審査期間でございますけれども、令和２年７月１７日より令和２年８月４日

までの間、６日間審査を行っております。 

 次ですけれども、決算の審査に当たっては、次のことに重点を置いて審査を

行いました。 

 １、決算計数は正確であるか。２、収入、支出などの事務は合法的に行われ

ているか。３、予算の執行はその目的に沿って効率的かつ的確に執行されたか。

４、財政の運営は健全かつ適正になされているか。５、財産の管理は適正にな

されているかでございます。 

 審査の結果でございますけれども、令和元年度一般会計歳入決算額の状況は、

意見書３ページをお願いします、の第１表、第２表及び第３表のとおりでござ

います。 
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 審査に当たっては、歳入歳出決算書及び事項別明細書並びに実質収支に関す

る調書、財産に関する調書及びその他関係諸帳簿、証書類については詳細に審

査を行いましたが、違法な点は見受けられず、かつ関係諸帳票、証憑書類と合

致しており、決算計数は正確であることを確認いたしました。 

 予算の執行、収入・支出事務処理及び財産管理につきましては、審査意見に

述べておりますように適法かつ適正でありました。また、財政運営につきまし

ても、適正な運営がされていることと認めました。 

 次に、１２ページをお開き願います。 

 審査意見でございますが、審査の結果、予算の執行は歳入歳出共計画に基づ

き適正に執行がなされており、経費の削減や事務の合理化への努力も見受けら

れ、各施策においても所期の目的を果たしているものと認めました。現在の町

を取り巻く経済情勢でございますが、政府が７月に発表した月例経済報告、こ

れは意見書の作成時点で、もう７月が最新でございますので、それをもって表

記をさせていただいています。 

 また、８月２７日に８月の月例経済報告、出ておりますが、文言については

全く同じでございます。景気は新型ウイルス感染症の影響により依然として厳

しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きが見られるとされております。

しかしながら、現状は６月から始まった第２波と思われる感染症拡大が続いて

いるという状況でございます。この感染拡大が今後の国内外の経済に与える影

響と先行きは非常に不透明であると思います。 

 また、地方財政においても少子高齢化による人口減少社会へ向かう中、ます

ます厳しさを増していくことが見込まれます。そのような中で、令和元年度の

一般会計決算が良好な実質収支で翌年度へ引き継がれることに対しては、堅実

な財政運営がなされている結果として評価するものでございますが、今後とも
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適正かつ効率的な予算の執行に努められるとともに、健全な財政運営を堅持さ

れることを要望いたします。 

 また、今後、行財政運営の中で一切の無駄をなくし、さらに自主財源の確保

に努めていただきたいと思っております。特に町税の徴収につきましては、徴

収率向上に向け総力を挙げて努力された成果が収納率に表れていることにつき

ましては評価を致すところでございますが、収納未済額が４，６７０万５，０

００円に上っており、大多数を示す善良な納税者に不公平感を抱かせることの

ないよう、引き続き収納対策の強化に努められ、収納未済額の削減はもとより、

新たな収納未済額の発生防止に取り組んでいただくよう要望いたします。この

ことは町税以外の税や収納等についても同じようなことが言えると思っており

ます。 

 なお、令和元年度における本町の財政に係る諸指数の状況でございますが、

次のページの第１２表をご覧いただきたいと存じます。 

 令和元年度の数値につきましては、下段に記載されておるとおり、実質収支

比率７．９％、経常収支比率８７．３％、財政力指数０．５２０、公債費負担

比率１０．７％、起債許可制限比率５．４％となっております。各指標の評価

の見方につきましては最下段に記載されております。また、分析及び意見につ

きましては１５ページの中段以降に記載をしておりますので、お目通しをお願

いいたします。 

 最後に、基金の状況でございますけれども、２６ページをお開け願います。 

 基金につきましては、地方自治法第２４１条に基づき、特定の目的のために

財産を維持し、資金を積み立てて運用されておりますが、いずれも法令、条例

に基づいて適正に管理がなされていることを認めました。 

 なお、運用状況につきましては、意見書２９ページ中の第２４表のとおりで
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ございます。 

 以上、令和元年度大木町一般会計歳入決算審査の結果をご報告させていただ

きます。ありがとうございました。 

 

議長  代表監査委員の報告を終わります。 

 これより代表監査委員の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 安藤代表監査委員、ありがとうございました。 

 お諮りいたします。本案については、決算審査特別委員会を設置したいと思

います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 決算審査特別委員会を２委員会に分けて設置いたします。 

 総務建設産業常任委員会を第１決算審査特別委員会、文教厚生常任委員会を

第２決算審査特別委員会として議案の審査を付託したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

 

    異議なし 
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議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６３号令和元年度大木町

一般会計歳入歳出決算の認定については、各決算審査特別委員会に付託するこ

とに決定しました。 

 お諮りいたします。本日の会議はこれにて延会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

 本日はこれにて延会します。次回は、明日９月４日午前９時３０分にお願い

いたします。お疲れさまでした。 

 

 

延会    １７時０７分 

 


